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◆ はじめに ◆ 
 
放課後等デイサービスは平成 24 年 4 月に、障害のある学齢期児童への新たな支援として、

児童福祉法に位置付けられました。 
その後 27年 4月、「支援の一定の質を担保するための全国共通の枠組みが必要」という趣旨

から、「障害児への支援の基本的事項や職員の専門性の確保等を定めた」ものとして、厚生労働
省から「放課後等デイサービスガイドライン」（以下「国ガイドライン」）が公表されました。 

 
すべての子どもの最善の利益を保証し健全な育成を図るために、横浜市内のすべての事業所

が、国ガイドラインに沿った質の高いサービスを提供する必要があります。 
しかし、公表後１年を経てもなお、事故や苦情、不適切な対応についての通報が後を絶たず、

同じ横浜市内の事業所でありながら、支援の質に開きが出ていることも現実です。 
 
そこで今回、国ガイドラインを基本として、横浜市の実情や実例を引用し、できる限りわか

りやすく解釈を加えた「横浜市版 放課後等デイサービスガイドライン」を策定しました。 
 
この解釈も国ガイドラインと同様に、支援の基本的事項を示したものです。 
国ガイドラインと解釈に書かれていることのみを実施するだけで、自動的に質の高いサービ

スが提供できるわけではありません。 
各事業所におかれましては、本書の内容を踏まえた上で、各地域の実情等に応じて不断の創

意工夫を行い、支援の質の向上を図るための材料として活用してください。 
 

◆ 構成及び編集方法 ◆ 
 
○本書は、令和元年６月現在の内容で編集しています。 
○全体の構成は下図のとおり、国ガイドラインと横浜市の解釈を対応させ、左右対称形式で掲載しています。 
○厚生労働省策定の放課後等デイサービスガイドラインは、 
「１ 総則」、「２ 設置者・管理者向けガイドライン」、「３ 児童発達支援管理責任者向けガイドライン」、
「４ 従業者向けガイドライン」の４部構成で、総則以外は役割ごとに記載されています。 
横浜市版解釈はこのうち、 
１、２、３の（１）の該当箇所までとしています。以降を省略しているのは、解釈が役割によって異なる

ものではないという理由ですので、設置者・管理者をはじめ全員が全てを参照してください。 
 

国ガイドライン（平成 27年 4月）本文 横浜市解釈 

１ 総則 
あり 

２ 設置者・管理者向けガイドライン 

３ 児童発達支援管理責任者向けガイドライン 

児童発達支援管理責任者特有の業務 の記載がある

「（１）子どものニーズに応じた適切な支援の提供と

支援の質の向上」以外の（２）（３）は省略 

４ 従業者向けガイドライン 省略 

 



◆  目次 ◆ 

１ 総則 

（１）ガイドラインの趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

（２）放課後等デイサービスの基本的役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（３）放課後等デイサービスの提供に当たっての基本的姿勢と基本活動 ・・・・・・４ 

（４）事業所が適切な放課後等デイサービスを提供するために必要な組織運営管理・・６ 

 

２ 設置者・管理者向けガイドライン 

（１）子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上 ・・・・・・・・10 

（２）子どもと保護者に対する説明責任等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

（３）緊急時の対応と法令遵守等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

 

３ 児童発達支援管理責任者向けガイドライン 

（１）子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上 ・・・・・・・・31 

 

※以降については、国のガイドラインのみの記載とし、横浜市版解釈は、これまでの全項目を参照。 

 

（２）子どもと保護者に対する説明責任等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 

（３）緊急時の対応と法令遵守等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 

 

４ 従業者向けガイドライン 

（１）子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上 ・・・・・・・・43 

（２）子どもと保護者に対する説明責任等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 

（３）緊急時の対応と法令遵守等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 

 



1 
 

放課後等デイサービスガイドライン 

1 総則 

（１）ガイドラインの趣旨 （横浜市解釈） 

 放課後等デイサービスは平成２４年４月に児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）に位置づけられた新たな

支援であり、その提供が開始されてから間もないことも

あって、利用する子どもや保護者のニーズは様々で、提

供される支援の内容は多種多様であり、支援の質の観点

からも大きな開きがあるとの指摘がなされている状況に

ある。このような状況を踏まえて、平成２６年７月に取

りまとめられた障害児支援の在り方に関する検討会報告

書「今後の障害児支援の在り方について」において、「支

援の一定の質を担保するための全国共通の枠組みが必要

であるため、障害児への支援の基本的事項や職員の専門

性の確保等を定めたガイドラインの策定が必要」、「特に、

平成２４年度に創設した放課後等デイサービスについて

は、早期のガイドラインの策定が望まれる」との提言が

なされたところである。 

 

現在の放課後等デイサービスの提供形態の多様性に鑑

みれば、「放課後等デイサービスはこうあるべき」という

ことについて、特定の枠にはめるような形で具体性をも

って示すことは技術的にも困難であり、支援の多様性自

体は否定されるべきものではない。しかしながら、提供

される支援の形態は多様であっても、障害のある学齢期

の子どもの健全な育成を図るという支援の根幹は共通し

ているはずであり、したがって、放課後等デイサービス

を提供する事業所が、その支援の質の向上のために留意

しなければならない基本的事項もまた共通するはずであ

る。 

 

 本ガイドラインは、以上のような考えに基づき、放課

後等デイサービスを実施するに当たって必要となる基本

的事項を示すものであるが、ここに記載されている内容

○本ガイドラインは、国ガイドラインと同様に、支援の基本的事項

を示したものである。 

ここに書かれていることは、事業を実施するにあたっての基本的事

項であるが、ただ実施すれば、自動的に質の高いサービスが提供

できるわけではない。 

１人ひとりの子どもの発達を支え、健全な育成を図る観点で、事

業所ごとに不断の創意工夫を常に行わなければならない。 

 

【参考】「今後の障害児支援の在り方について（報告書）」 

厚生労働省 検討会報告書（平成 26 年７月） 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaie

ngokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051490.pdf 
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を機械的に実行していけば質の高い支援提供が確保され

るというような、手取り足取りの事業マニュアルではな

い。各事業所は、本ガイドラインの内容を踏まえつつ、

各事業所の実情や個々の子どもの状況に応じて不断に創

意工夫を図り、提供する支援の質の向上に努めなければ

ならない。 

 

 本ガイドライン並びに別添の「事業者向け放課後等デ

イサービス自己評価表」及び「保護者等向け放課後等デ

イサービス評価表」は、放課後等デイサービス事業所に

おける自己評価の際に活用されることを想定しており、

各事業所は自己評価の結果を踏まえて、事業運営の改善

を図るとともに、結果についても利用者や保護者に向け

て公表するよう努めなければならない。 

 

 また、上述のとおり、放課後等デイサービスは、その

提供が開始されてから間もなく、行われている支援の内

容は多種多様であり、現在においても日々新たな支援形

態が生み出されているものと想像される。このような状

況に鑑みれば、本ガイドラインが多くの専門家、関係団

体等の協力を得て策定されたものであるにしても、その

内容については不断の見直しによる改善が図られるべき

ものである。各事業所が本ガイドラインを活用して自己

評価を実施するに際して、本ガイドライン自体の問題点

に気づくことが想定されるところであり、今後、そうし

た気づき等を丁寧に拾いあげて本ガイドラインを更新し

ていくことが求められる。各事業所の不断の努力による

支援の質の向上とあいまって、本ガイドラインの内容も

また向上させていかなければならないものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業所は「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」

及び「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」を用いた自

己評価及び保護者評価を、年 1 回以上行い、その結果を事業

所運営の改善に活用すること。 

ただし、大きな改善を行う場合等、複数年次にわたることを妨げ

ない。（具体的な使い方は p.50、51 参照） 

 

○結果分析と改善結果は、子どもおよび保護者に必ず公表する

こと。また、ホームページなどを活用し、一般にも周知を図ること。 

 

◯保護者評価の実施にあたっては、より公正な評価となるよう匿

名性に配慮すること。 

 

○横浜市版ガイドラインも、横浜市の実情に合わせ内容を見直

していかなくてはならないものである。 
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（２）放課後等デイサービスの基本的役割 （横浜市解釈） 
○ 子どもの最善の利益の保障 

 放課後等デイサービスは、児童福祉法第６条の２の２

第４項の規定に基づき、学校（幼稚園及び大学を除く。

以下同じ。）に就学している障害児に、授業の終了後又は

休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会と

の交流の促進その他の便宜を供与することとされてい

る。 

 放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害のあ

る子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、

人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達

支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健

全な育成を図るものである。 

 

○ 共生社会の実現に向けた後方支援 

 放課後等デイサービスの提供に当たっては、子どもの

地域社会への参加・包容（インクルージョン）を進める

ため、他の子どもも含めた集団の中での育ちをできるだ

け保障する視点が求められるものであり、放課後等デイ

サービス事業所においては、放課後児童クラブや児童館

等の一般的な子育て支援施策を、専門的な知識・経験に

基づきバックアップする「後方支援」としての位置づけ

も踏まえつつ、必要に応じて放課後児童クラブ等との連

携を図りながら、適切な事業運営を行うことが求められ

る。さらに、一般的な子育て支援施策を利用している障

害のある子どもに対して、保育所等訪問支援を積極的に

実施する等、地域の障害児支援の専門機関としてふさわ

しい事業展開が期待されている。     

 

○ 保護者支援 

放課後等デイサービスは、保護者が障害のある子ども

を育てることを社会的に支援する側面もあるが、より具

体的には、   

① 子育ての悩み等に対する相談を行うこと 

② 家庭内での養育等についてペアレント・トレーニン

グ等活用しながら子どもの育ちを支える力をつけられる

○放課後等デイサービスは、単なる預かり事業ではない。 

障害のある子どもの状況に合わせた生活能力の向上などの支援

を行うだけではなく、保護者および関連機関への専門的支援を

行う役割を担うものである。 

例えば、 

・学校でのカンファレンス等への参加 

・放課後キッズクラブや学童保育に対し、障害児の支援方法の

助言 

・高校卒業後に障害者作業所に通う子どもの、当該作業所へ

の助言 

などを想定している。 

 

 

○放課後等デイサービスは、地域の障害児福祉の推進を図る

役割を求められている。 

そのため、各事業所内での支援だけで完結してはならない。 

例えば、 

・放課後キッズクラブや学童保育などを併用している子どものケー

スカンファレンス等を主体的に開催する 

・区内の連絡会議等に参加する 

・地域の行事に参加し、障害児施策の周知に努める 

など、障害児支援の専門機関としての事業展開を考えること。 

 

 

 

 

 

 

○放課後等デイサービスは、保護者への支援も求められる。 

保護者の支援とは、「保護者の要望」をそのまま受け入れるだ

け、というものではない。 

具体的には、 

・子育て全般の相談にのること 

・障害のある子どもの幅の広い育ちに気づきを与えるなど、子育

ての自信をつけること 
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よう支援すること 

③ 保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代

行する支援を行うこと 

により、保護者の支援を図るものであり、これらの支援

によって保護者が子どもに向き合うゆとりと自信を回復

することも、子どもの発達に好ましい影響を及ぼすもの

と期待される。 

・学校卒業後の日中活動先の選択など、その子の状況にあわせ

た進路の相談などの支援をすること 

などがあげられる。 

 

○保護者の相談に対応するためには、当然、事業所以外（学

校、他利用事業所、家庭内の状況など）での子どもの様子も把

握する必要がある。 

加えて、相談したいと思える専門知識の向上に努めることも必要

である。 

 

○利用回数についての適切な助言をすることも、保護者支援で

ある。 

保護者の「預けたい」という要望だけに目を向けてしまうと、子ども

が地域で育つ芽を摘む危険性や、家庭で親と過ごせなくなってし

まう場合があることなどにも十分注意すること。 

また、18 歳以上になると放課後等デイサービスの利用ができなく

なることから、18 歳以上の過ごし方を見据えた支援計画を立てる

ことが必要となる。 

 
 
 

（３）放課後等デイサービスの提供に当た

っての基本的姿勢と基本活動 
（横浜市解釈） 

① 基本的姿勢 

 放課後等デイサービスの提供に際しては、子どもの最

善の利益を考慮し、人権に配慮した支援を行うために、

子どもの支援に相応しい職業倫理を基盤として職務に当

たらなければならない。 

 放課後等デイサービスの対象は、心身の変化の大きい

小学校や特別支援学校の小学部から高等学校等までの子

どもであるため、この時期の子どもの発達過程や特性、

適応行動の状況を理解した上で、コミュニケーション面

で特に配慮が必要な課題等も理解し、一人ひとりの状態

に即した放課後等デイサービス計画（＝個別支援計画）

に沿って発達支援を行う。 

  

○保護者の要望だけを優先せず、子どもの最善の利益という視

点を常に意識すること。 

例えば保護者の要望でも子どもの成長、発達、親子関係にとっ

て客観的によくないと判断した場合、保護者との信頼関係を土

台に、適切な助言をすること等があげられる。 

 

○放課後等デイサービスの対象は、障害のある子どもである前

に、成長過程にある子どもであるということを意識しなければなら

ない。子どもの年齢、性別にあわせた発達過程を理解した上で、

個別の障害特性を踏まえた支援が求められる。 

当然ながら個別支援計画は、ひとりひとりの子どもの生活や発達

の課題を正確にアセスメントした上で作成されるものであり、１つと

して同じものはないはずである。 
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 放課後等デイサービスでは、子どもの発達過程や障害

種別、障害特性を理解している者による発達支援を通じ

て、子どもが他者との信頼関係の形成を経験できること

が必要であり、この経験を起点として、友達とともに過

ごすことの心地よさや楽しさを味わうことで、人と関わ

ることへの関心が育ち、コミュニケーションをとること

の楽しさを感じることができるように支援する。また、

友達と関わることにより、葛藤を調整する力や、主張す

る力、折り合いをつける力が育つことを期待して支援す

る。基本活動には、子どもの自己選択や自己決定を促し、

それを支援するプロセスを組み込むことが求められる。 

 また、日常的な子どもとの関わりを通じて、保護者と

の信頼関係を構築し、保護者が子どもの発達に関して気

兼ねなく相談できる場になるよう努める。 

 

 放課後等デイサービスは、子どもに必要な支援を行う

上で、学校との役割分担を明確にし、学校で作成される

個別の教育支援計画と放課後等デイサービス計画を連携

させる等により、学校と連携を積極的に図ることが求め

られる。また、不登校の子どもについては、学校や教育

支援センター、適応指導教室等の関係機関・団体や保護

者と連携しつつ、本人の気持ちに寄り添って支援してい

く必要がある。 

 

 

 

 

② 基本活動 

① の基本的姿勢を踏まえ、子ども一人ひとりの放課後等

デイサービス計画に沿って、下記の基本活動を複数組み

合わせて支援を行うことが求められる。 

 

ア 自立支援と日常生活の充実のための活動 

子どもの発達に応じて必要となる基本的日常生活動作

や自立生活を支援するための活動を行う。子どもが意欲

的に関われるような遊びを通して、成功体験の積み増し

○子どもに対する支援において、子どもの自己選択、自己決定

を促すことを意識すること。 

「禁止」や「行動抑制」ばかりのネガティブな対応ではなく、子ども

の力を伸ばすような、強みに着目するストレングス視点で対応す

ること。 

 

○子どもの発達過程を理解した支援を提供するにあたって、保

護者との信頼関係を築くことは不可欠となる。  

「保護者が何も言ってこないから問題ない」という姿勢ではなく、

積極的に保護者とコミュニケーションをとり、より良い成長を保護

者とともに考えていく必要がある。 

 

 

 

 

○学校との連携は必須である。 

教育と福祉という両輪で支援するためには、保護者の同意を得

た上で、学校における個別の教育支援計画等と連動する個別

支援計画を作成することが必要である。（p.32 参照） 

 

○不登校の子どもに、漫然と支援を提供しないこと。 

放課後等デイサービスは不登校支援ではなく、あくまで「授業の

終了後又は休業日に、生活能力向上のために必要な訓練を行

う」事業であることを念頭に置き、適切な支援へつなげること。 

具体的には、子どもや保護者に寄り添いながら、学校や区役所

などの関係団体とカンファレンスを開催するなどし、適切な不登校

支援へつなげるべく連携をすること。 

 

○法定事業として、給付費で運営をしていることを十分に理解し

た活動を提供すること。 

例えば、 

・一日の半分がドライブ 

・漫然と一日中室内でのおもちゃ遊びやテレビ・DVD、ゲームをさ

せているだけ 

・自事業所を活用せず、近隣事業所へ遊びに行くだけ 

などの支援は想定されない。 
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を促し、自己肯定感を育めるようにする。将来の自立や

地域生活を見据えた活動を行う場合には、子どもが通う

学校で行われている教育活動を踏まえ、方針や役割分担

等を共有できるように学校との連携を図りながら支援を

行う。 

 

イ 創作活動 

創作活動では、表現する喜びを体験できるようにする。

日頃からできるだけ自然に触れる機会を設け、季節の変

化に興味を持てるようにする等、豊かな感性を培う。 

 

ウ 地域交流の機会の提供 

障害があるがゆえに子どもの社会生活や経験の範囲が

制限されてしまわないように、子どもの社会経験の幅を

広げていく。他の社会福祉事業や地域において放課後等

に行われている多様な学習・体験・交流活動等との連携、

ボランティアの受入れ等により、積極的に地域との交流

を図っていく。 

 

エ 余暇の提供 

子どもが望む遊びや自分自身をリラックスさせる練習

等の諸活動を自己選択して取り組む経験を積んでいくた

めに、多彩な活動プログラムを用意し、ゆったりとした

雰囲気の中で行えるように工夫する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域交流の機会を提供することは、単に経験を増やすのみな

らず、学校卒業後の地域での生活につなげる意味がある。 

地域の特性などを十分に把握し、学校卒業後に子どもがその地

域で生活していくために、地域で理解され、生活する場を作って

いくこと。 

 

 

 

○余暇を過ごす状況を漫然と見守ることは想定していない。 

子どもの状況に応じた、適切な余暇の提供ということを意識し、

日々の過ごし方についての、その子どもの情報収集を積極的に

行うこと。 

 

 

（４）事業所が適切な放課後等デイサービ

スを提供するために必要な組織運営

管理 

（横浜市解釈） 

放課後等デイサービス事業所が適切な支援を安定的に

提供することにより、障害のある子どもの健全な育成に

貢献するとともに、子どもや保護者の満足感、安心感を

高めるためには、組織運営管理を適切に行う必要がある。 

 

 

 

○直接支援に関わらない設置者自らが事業内容について深く学

ぶことが、適切な支援の提供のために必要である。設置者に事

業への理解がないと、適切な人員配置など事業に必要な運営

が保たれないこととなる。 

○設置者は、定期的に事業所の様子を見に行く、現場の職員

の意見をきく機会を設けるなど、運営理念の実現に向けた取り組

みをすること 
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① 適切な支援の提供と支援の質の向上 

○ 事業所の運営方針や、放課後等デイサービス計画、

日々の活動に関するタイムテーブルや活動プログラムに

ついて、その Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、

Act（改善）で構成される一連のプロセス（ＰＤＣＡサイ

クル）を、設置者・管理者、児童発達支援管理責任者、

従業者（児童発達支援管理責任者以外の従業者をいう。

以下同じ。）（以下「従業者等」と総称する。）の積極的な

関与のもとで繰り返し、事業所が一体となって不断に支

援の質の向上を図ることが重要である。 

 

○ 適切な支援を安定的に提供するとともに、支援の質

を向上させるためには、支援に関わる人材の知識・技術

を高めることが必要であり、そのためには様々な研修の

機会を確保するとともに、知識・技術の習得意欲を喚起

することが重要である。 

 

○ 子どもの発達支援には、保護者や学校をはじめとす

る様々な関係者が関与しており、それらの関係者と密に

連携し、情報を共有することにより、子どもに対する理

解を深めるとともに、支援の輪の中において放課後等デ

イサービス事業所に期待される役割を適切に認識するこ

とも、適切な支援を提供し、支援の質を高めていく上で

重要である。 

 

② 説明責任の履行と、透明性の高い事業運営 

○ 子どもや保護者の満足感、安心感を高めるためには、

提供する支援の内容を保護者とともに考える姿勢を持

ち、子どもや保護者に対する丁寧な説明を常に心がけ、

子どもや保護者の気持ちに寄り添えるように積極的なコ

ミュニケーションを図ることが重要である。 

○ 子どもが健全に発達していくためには、地域社会と

○管理者は、支援現場の現状、考えを取りまとめ、改善に向け

た取り組みをすること 

○相互に意見を交換できる仕組みをつくる努力をすること 

 

 

○ＰＤＣＡサイクルを適切に実践するには、全ての従業員が意見

交換できる場を定期的に設けることが必須である。 

（管理者、児童発達支援管理責任者だけではなく、それ以外の

児童指導員等、ドライバー、非常勤アルバイトやボランティアを含

める） 

 

○設置者及び管理者は、従業員が知識・技術を高めるための

研修の開催や研修への派遣を行う等、人材育成に重点的に取

り組むこと。 

設置者は、支援を適切に提供するためには、従業員が知識・技

術の習得に意欲を持って取り組める環境が不可欠であることを

理解し、そのために必要な人員配置等をすること。 

 

 

 

 

○事業運営については、「聞かれないから話さない」ではなく、常

に外部へ公開・公表すること。（p.23～24 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

○子どもやその保護者だけに理解されればよいものではない。障

害のある子どもが地域で理解され、健全に発達していくために、

地域から信頼されるよう、情報発信を心がけること。 

（p.20、23～24 参照） 
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のふれあいが必要であり、そうした観点からは放課後等

デイサービス事業所が地域社会からの信頼を得ることが

重要であるが、そのためには地域社会に対して事業に関

する情報発信を積極的に行う等、地域に開かれた事業運

営を心がけることが求められる。 

 

③ 様々なリスクへの備えと法令遵守 

○ 子どもや保護者が安心して放課後等デイサービス事

業所の支援を受け続けられるようにするためには、事業

を運営する中で想定される様々なリスク、例えば、子ど

もの健康状態の急変、非常災害、犯罪、感染症の蔓延等

に対する、訓練や対応マニュアルの策定、関係機関・団

体との連携等により、日頃から十分に備えることが重要

である。 

○ 子どもの虐待の未然防止や個人情報保護を徹底する

等、関係法令を確実に遵守することは、子どもの権利擁

護の観点や、子どもや保護者を継続的に支援していく観

点からも非常に重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

○サービス提供時間中に、災害や事件、事故等が発生すること

を想定し、あらゆるリスクごとのマニュアルを整備すること。 

具体的には、以下が想定される。 

・地震・火災・水害 

・救急対応 

・感染症予防／感染症発生時の対応（インフルエンザ、ノロウイ

ルス、その他） 

・アレルギー対応（子どもごとに必要） 

・送迎  

・外出時の交通事故 

・防犯対策 

・個人情報保護 

 

○感染症（インフルエンザ等）による学級閉鎖等、学校の情報を

常に入手し、連携をすること。 

各種感染症は、子どもだけではなく、従業員が感染した場合の

対処方法も明確にすること。 

 

○防災訓練 

想定外の事象への対応にパニック等をおこしやすいことに鑑みて、

繰り返し行うこと。また、曜日ごとに来る子どもが違うため、訓練は

全員が参加できるように行うこと。 

○損害賠償保険への加入 

子どもによる物損といった想定内の損害だけではなく、外出時の

対人事故、事業所において事件が起こった場合の損害賠償な

ど、あらゆる損害賠償リスクに対応したものに加入すること。 

 

○子どもや保護者との連絡手段 

不適切・不必要なつながりのツールとなる可能性があるため、子
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どもとのＳＮＳは禁止とする。 

連絡手段は客観的に見て適切なものとすること。 

○送迎時のアルコールチェック（呼気検査） 

従業員を守るためにも、送迎時のアルコールチェックを行うこと。 

アルコール検査器の導入、声掛けによる呼気チェック等を行い、そ

れを記録に残すこと。 

 

○子どもの犯罪についての情報収集 

防犯情報、不審者情報などの情報収集に配慮する。 

 

 



10 
 

 

２ 設置者・管理者向けガイドライン 
 

設置者・管理者は、放課後等デイサービスの運営状況

の全体を把握し、事業を円滑に進める役割、児童発達支

援管理責任者及び従業者の意識形成や効率的な配置を行

う役割並びに学校や地域の関係機関・団体との連携を図

る役割が求められる。 

 

 設置者・管理者は、その事業所が提供する放課後等デ

イサービスの質の評価を行うことはもとより、第三者に

よる外部評価の導入等を通じて、常にその改善を図らな

ければならない。 

※「設置者・管理者向けガイドライン」は、設置者・管理者、児

童発達支援管理責任者、従業員のすべてが遵守するべきもの

である。 

 

○設置者・管理者は、運営状況の全体を把握し、事業を円滑

にすすめる役割がある。 

関係機関との連携、人材育成、適切な人員配置、自己評価お

よび外部評価などにも配慮し、事業を運営すること。 

 

○設置者・管理者は、直接子どもの支援にはあたらなくても、子

どもの支援に関する知識の取得には特に意欲的でなくてはならな

い。これは、現場で働く従業員の質の確保・意欲喚起のために、

必須である。 

事業運営を事業現場に任せきりにすることなく、協同して質の改

善に取り組むこと。 

 

（１）子どものニーズに応じた適切な支援

の提供と支援の質の向上 
（横浜市解釈） 

① 環境・体制整備 

ア 適正な規模の利用定員 

○ 設備、従業者等の状況を総合的に勘案し、適切な生

活環境と事業内容が確保されるよう、子どもの情緒面へ

の配慮や安全性の確保の観点から、適正な利用定員を定

めることが必要である。 

 

イ 適切な職員配置 

○ 放課後等デイサービス事業所においては、指導員又

は保育士、児童発達支援管理責任者、機能訓練担当職員

（機能訓練を行う場合）の配置が必須であり、重症心身

障害児に対して放課後等デイサービスを行う場合は、指

導員又は保育士に替えて、児童指導員又は保育士、さら

に嘱託医、看護師、機能訓練担当の配置を行い、医療的

ケア等の体制を整える必要がある。  

○ただ定員数、人員基準を順守するだけではなく、子どもの状

況、従業員の技能を踏まえて安全な支援が提供できる定員、人

員配置を行うこと。 

 

 

 

 

 

○管理者および児童発達管理責任者は、その業務内容の重

要性から専任業務とすることが望ましい。 

 

＜管理者＞ 

利用者からみれば、最も専門的な知識を持ち、組織全体を理

解しているとみられることを十分に想定し、福祉現場に精通した

人材を配置することとし、指導員との兼務は望ましくない。 
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○ 常時見守りが必要な子どもへの支援等のために、必

要に応じて指導員又は保育士を人員配置基準を上回って

配置することも考慮する必要がある。 

 

 

 

 

 

○ 児童発達支援管理責任者が個々の子どもについて作

成する放課後等デイサービス計画に基づき、適切な知識

と技術をもって活動等が行われるよう、支援の単位ごと

に、従業者を統括する指導的役割の職員が配置されてい

る必要があり、この職員には児童指導員等の資格を保有

する者を充てる等、支援の質の確保の視点から、適切な

職員配置に留意する必要がある。 

 

○ 設置者・管理者は、職員一人ひとりの倫理観及び人

間性を把握し、職員としての適性を適格に判断する責任

がある。 

 

○ 質の高い支援を確保する観点から、従業者等が心身

＜児童発達管理責任者＞ 

資格要件を満たしているだけではなく、障害児の支援および個別

計画の作成に精通し得る経験と実績があるかどうかを踏まえて配

置すること。 

 

○管理者、児童発達支援管理責任者を含め、従業員が短期

間で替わることは、子どもや保護者との信頼感を損ね、事業所へ

の不信にもつながる。 

採用時には、業務内容について詳細な説明を行い、適性を判

断して採用し、採用後は年単位で継続的に仕事に従事できるよ

う配慮をすること。 

やむを得ず体制の変更があった場合は、子どもと保護者へ丁寧

な説明をするとともに、緊急やむを得ない場合を除き、丁寧な業

務引継ぎを行うこと。 

 

○指定基準の人員配置は、最低基準であり、適切な運営は困

難であると考える。 

 

○送迎時間に全従業員が送迎に出てしまい、事業所が無人と

なるような人員配置は禁止する。 

送迎時に不慮の事故等あることも考え、常に連絡対応が取れる

よう、最低１名は留守番として事業所に配置できる人員体制と

すること。 
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ともに健康で意欲的に支援を提供できるよう、労働環境

の整備に努める。 

 

ウ 適切な設備等の整備 

○ 放課後等デイサービス事業所は、放課後等デイサー

ビスを提供するための設備及び備品を適切に備えた場所

である必要がある。様々な障害のある子どもが安全に安

心して過ごすことができるようバリアフリー化や情報伝

達への配慮等、個々の子どもの態様に応じた工夫が必要

である。 

 

 

 

○ 放課後等デイサービス事業所の指導訓練室について

は、床面積の基準は定められていないが、児童発達支援

センターが児童発達支援事業を行う場合においては子ど

も一人当たり２．４７㎡の床面積が求められていること

を参考としつつ、適切なスペースを確保することが望ま

しい。 

 

○ 子どもが生活する空間については、指導訓練室のほ

か、おやつや学校休業日に昼食がとれる空間、静かな遊

びのできる空間、雨天等に遊びができる空間、子どもが

体調の悪い時等に休息できる静養空間、年齢に応じて更

衣のできる空間等を工夫して確保することが必要であ

る。 

室内のレイアウトや装飾にも心を配り、子どもが心地

よく過ごせるように工夫することが望ましい。 

 

○ 屋外遊びを豊かにするため、屋外遊技場の設置や、

学校と連携して校庭等を利用したり、近隣の児童遊園・

公園等を有効に活用することが望ましい。 

 

○ 備品については、遊具のほか、障害種別、障害特性

及び発達状況に応じた支援ツールを備えることも考慮し

ていくことが必要である。 

 

 

 

○子どもの安全上および健やかな発達上の理由から、以下の物

件では開設しないこと。 

・地下および窓がない物件 

・５階以上の高層階物件 

・非常時に２方向避難ができない物件 

・ビル共用トイレの物件 

・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の対

象となる風俗店から半径 200 メートル以内の物件 

・その他、子どもの発達支援にふさわしくない環境 

 

○就学児以上を支援する放課後等デイサービスに当たっては、

指導訓練室１室において、最低でも１人当たり３㎡以上の床面

積は必要である。ただし、これは 30 ㎡の指導訓練室があればい

いということではない。子どもの年齢層や、その成長に合わせた配

慮も求められる。動きの激しい子どもが複数いる場合も、それ以

上の配慮は必須である。 

 

○さまざまな状況を想定した部屋割りを検討する必要がある。 

静養室・面談室・更衣スペースは必須と考える。 

特に、パニック時等の対応、個人情報を守るためにスペースでは

なく個室があることが望ましい。 
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② ＰＤＣＡサイクルによる適切な事業所の管理 

設置者・管理者は、ＰＤＣＡサイクルを繰り返すこと

によって、継続的に事業運営を改善する意識を持って、

児童発達支援管理責任者及び従業者の管理及び事業の実

施状況の把握その他の管理を行わなければならない。 

 

ア 事業運営の理念・方針の設定・見直しと職員への徹

底 

○ 放課後等デイサービス事業所ごとに、運営規程を定

めておくとともに、児童発達支援管理責任者及び従業者

に運営規程を遵守させておかなければならない。運営規

程には以下の重要事項は必ず定めておく必要がある。 

 

【運営規程の重要事項】 

・事業の目的及び運営の方針 

・従業者の職種、員数及び職務の内容 

・営業日及び営業時間 

・利用定員 

・放課後等デイサービスの内容並びに保護者から受領す

る費用の種類及びその額 

・通常の事業の実施地域 

・サービスの利用に当たっての留意事項 

・緊急時等における対応方法 

・非常災害対策 

・事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には

当該障害の種類 

・虐待の防止のための措置に関する事項 

・その他運営に関する重要事項 

 

○ 事業の目的及び運営方針は、本ガイドラインの総則

に記載されている放課後等デイサービスの基本的役割、

基本的姿勢や、地域での子どもや保護者の置かれた状況、

放課後等デイサービス事業が公費により運営される事業

であること等を踏まえ、適切に設定する。 

○ 事業の目的及び運営方針の設定や見直しに当たって

は、児童発達支援管理責任者及び従業者が積極的に関与

 

 

 

 

 

 

 

 

○運営規定は、ひな形どおりに作成するだけで済ませないこと。 

事業所運営の基本であるため、他事業所の転用はせず、独自

に熟考して作成すること。 

また、事業開始時に作ってそれで終わりではなく、運営の基本とし

て絶えず立ち戻り、必要に応じて改定していくものである。 

 

◯運営規定は、事業所での掲示等により、保護者や見学者が

内容を確認できるようにすること。 
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できるように配慮する。 

 

○ 児童発達支援管理責任者及び従業者の採用に当たっ

ては、事業所の目的及び運営方針を始めとした運営規程

の内容を丁寧に説明するとともに、様々な機会を通じて

繰り返しその徹底を図る。 

 

イ 複数のサイクル（年・月等）での目標設定と振り返

り 

○ ＰＤＣＡサイクルにより不断に業務改善を進めるた

めには、児童発達支援管理責任者及び従業者が参画して、

複数のサイクル（年間のほか月間等）で事業所としての

業務改善の目標設定とその振り返りを行うことが望まし

い。年間の振り返りに当たっては、本ガイドラインに基

づく自己評価を実施し、その結果を事業運営に反映させ、

自己評価結果については事業所の会報やホームページ等

で公表するよう努めるものとする。 

 

○ 可能な限り第三者による外部評価を導入して、事業

運営の一層の改善を図る。 

 

 

 

ウ コミュニケーションの活性化等 

○ ＰＤＣＡサイクルによる業務改善が適切に効果を上

げるには、現状の適切な認識・把握と、事業所内での意

思の疎通・情報共有が重要である。 

 

○ サービス提供の日々の記録については、児童発達支

援管理責任者が掌握する以外に、従業者同士での情報共

有を図ることも支援の質の向上のために有用である。職

場での何でも言える雰囲気作りや職員同士のコミュニケ

ーションの活性化も設置者・管理者の役割である。 

 

○ 放課後等デイサービス計画の作成・モニタリング・

変更の結果について、児童発達支援管理責任者から報告

 

 

○長期的な運営が求められる事業であることを意識し、人材育

成を含め、ゆとりある人員配置ができるように努める必要がある。 

 

 

 

 

 

○日々の支援記録は、個別支援計画に基づく支援の視点を持

って記録されるものであって、それぞれの子どもに即したサービス提

供ができているかを振り返るものである。 

定期的にミーティング等で支援の共有をし、振り返りの機会を設

けること。 

 

○個別支援計画については、児童発達支援管理責任者だけで

はなく、全従業員が共有する。（p.32 参照） 

 

○1 人 1 人の個別ファイルを作成して保管すること。 

日々の記録を含め、計画に沿った支援が行われているかを、子ど

もごとに確認、振り返りができるような保管方法をとること。 

 

○従業員同士のコミュニケーションの活性化は、働きやすい環境

をつくるだけではなく、虐待の早期発見にもつながる。 

毎日の朝礼、ミーティングでの事例検討等で、保護者からの虐待

疑いのあるケースを把握し、行政と連携を取り支援につながる例

もあり、このような取り組みが広がることが期待される。 

 

◯サービス提供の記録を残し、非常勤の職員を含めた職員間の

情報共有や、外部への説明責任を果たすためにも、その日の利

用者・従事した職員・活動内容・送迎の実施状況・その他の特

記事項等を網羅的に記載した、業務日誌を作成することが望ま

しい。 
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を受ける等、児童発達支援管理責任者や従業者の業務の

管理及び必要な指揮命令を行う。 

 

○ 支援内容の共有や職員同士のコミュニケーションの

活性化が事業所内虐待の防止や保護者による虐待の早期

発見に繋がるものであることも認識しておくとともに、

設置者・管理者も、適切な支援が提供されているか掌握

しておく必要がある。 

 

エ 子どもや保護者の意向等の把握 

○ ＰＤＣＡサイクルによる業務改善を進める上で、支

援を利用する子ども及び保護者の意向や満足度を把握す

ることが必要であり、例えばアンケート調査を実施して、

意向等を把握することが考えられる。 

 

○ 子ども及び保護者の意向等を踏まえて行うこととし

た業務改善への取組については、子ども及び保護者に周

知することが望ましい。 

 

 

 

 

オ 支援の継続性 

○ 放課後等デイサービスは、子どもや保護者への支援

の継続性の観点から継続的・安定的に運営することが望

ましい。やむを得ず事業を廃止し又は休止しようとする

時は、一月前までに都道府県知事等に届け出なければな

らない。この場合、子どもや保護者に事業を廃止又は休

止しようとする理由を丁寧に説明するとともに、他の放

課後等デイサービス事業所等を紹介する等、子どもや保

護者への影響が最小限に抑えられるように対応すること

が必要である。 

 

 

③ 従業者等の知識・技術の向上 

ア 従業者等の知識・技術の向上意欲の喚起 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業所は「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」

及び「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」を用いた自

己評価及び保護者評価を、年 1 回以上行い、その結果を事業

所運営の改善に活用すること。 

ただし、大きな改善を行う場合等、複数年次にわたることを妨げ

ない。（具体的な使い方は p.50、51 参照） 

 

○結果分析と改善結果は、子どもおよび保護者に必ず公表す

ること。また、ホームページなどを活用し、一般にも周知を図るこ

と。 

 

 

 

○支援の継続性とは、事業所が継続して運営するだけではなく、

管理者や児童発達支援管理責任者をはじめすべての指導員が

継続的に子どもの支援にあたることを意味する。 

 

○管理者、児童発達支援管理責任者を含め、従業員が短期

間で変わることは、子どもや保護者との信頼感を損ね、事業所へ

の不信にもつながる。 

採用時には、業務内容について詳細な説明を行い、適性を判

断して採用し、採用後は年単位で継続的に仕事に従事できるよ

うな配慮をすること。 

やむを得ず体制の変更があった場合は、子どもと保護者へ丁寧

な説明をするとともに、緊急やむを得ない場合を除き、丁寧な業

務引継ぎを行うこと。 
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○ 児童発達支援管理責任者及び従業者の知識・技術の

向上は、放課後等デイサービスの提供内容の向上に直結

するものであり、児童発達支援管理責任者及び従業者の

知識・技術の向上への取組は、設置者・管理者の重要な

管理業務の一つである。 

 

○ 設置者・管理者は、従業者等の資質の向上の支援に

関する計画を策定し、その計画に係る研修の実施又は研

修の機会を確保することが望ましい。資質の向上の支援

に関する計画の策定に際しては、児童発達支援管理責任

者や従業者を積極的に参画させることが望ましい。 

 

○ 放課後等デイサービスを適切に提供する上で、放課

後等デイサービスに期待される役割、子どもの発達段階

ごとの特性、障害種別・障害特性、関連する制度の仕組

み、関係機関・団体の役割、児童虐待への対応、障害者

の権利に関する条約の内容等を理解することが重要であ

り、児童発達支援管理責任者及び従業者に対してこうし

た知識の習得に向けた意欲を喚起する必要がある。  

 

○ 障害種別、障害特性に応じた支援や発達段階に応じ

た支援、家族支援等に係る適切な技術を従業者が習得す

ることが、子どもの発達支援や二次障害の予防、家庭養

育を支えるといった視点から重要であり、児童発達支援

管理責任者及び従業者に対してこうした技術の習得に向

けた意欲を喚起する必要がある。 

 

 

イ 研修受講機会等の提供 

○ 設置者・管理者は、従業者等の資質向上を図るため、

研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

具体的には自治体や障害児等関係団体が実施する研修

等への児童発達支援管理責任者及び従業者の参加、事業

所における勉強会の開催、事業所に講師を招いての研修

会の実施、児童発達支援管理責任者及び従業者を他の事

業所等に派遣しての研修、事業所内における児童発達支

○設置者・管理者は、従業員の育成計画を作成し、それらに基

づいた研修を計画すること。また、研修計画は従業員に周知する

こと。 

支援が内部だけで完結しないよう意識し、内部研修の充実だけ

ではなく、外部研修への参加も行い、事後の伝達も含めて事業

所全体のスキルアップを図ること。 

なお、研修の企画等は、児童発達支援管理責任者が中心にな

るが、現に指導員として従事している従業員の意見を参考にする

ことも必要である。 

 

 

 

○成長過程にある子どもを長期的に支援していく事業であること

から、従業員育成は高度な専門性が求められる。事業所の設

置者や管理者は専門的な知識を有した人物であることが想定さ

れる。 

 

○この事業の運営には、多角的な視点が求められる。障害理解

はもちろん、子どもの発達段階や家族支援など、様々な知識の

習得に努めること。 

 

 

 

 

 

 

○研修への参加は必須である。人員体制上の理由などで参加

できないことは想定されない。 

すべての従業員が定期的に研修を受講できるような人員体制と

することは不可欠である。 

また、従業員の資質向上のために、あらゆる研修を意欲的に取り

入れることが必要である。 

 

○外部研修 

正規従業員であれば毎年１回以上は参加させること。（外部研

修への参加ができなかった従業員に対しては研修報告等で間接
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援管理責任者及び従業者の自己研鑽のための図書の整備

等が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 児童発達支援管理責任者は、従業者に対する技術指

導及び助言を行うことも業務となっており、設置者・管

理者は、事業所内における研修の企画等に当たっては、

児童発達支援管理責任者と共同して対応していくことが

望まれる。 

 

④ 関係機関・団体や保護者との連携 

ア 相談支援事業者との連携 

○ 障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計

画は、相談支援専門員が総合的な援助方針や解決すべき

課題を踏まえ最も適切なサービスの組合せ等について検

討し、子ども又は保護者の同意のもと作成するものであ

る。 

放課後等デイサービス事業所の放課後等デイサービス

計画は、児童発達支援管理責任者が、障害児支援利用計

画における総合的な援助方針等を踏まえ、当該事業所が

提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、

子ども又は保護者の同意のもと作成するものである。両

計画が連動して機能することによって、子どもに対する

支援がより良いものとなっていくものであり、設置者・

管理者はこの連動の重要性を認識しておく必要がある。 

○ 障害児相談支援事業所の相談支援専門員が開催する

サービス担当者会議の招集に対し、設置者・管理者は従

業者あるいは児童発達支援管理責任者のうち、当該子ど

的に参加させること。） 

自治体、障害児等関係団体が実施するもの以外に、他事業所

との勉強会、他事業所への派遣なども望ましい。 

 

○内部研修 （事業所内研修、法人内研修） 

ミーティング内研修も含め、毎月１回程度の開催が望ましい。

日々の支援の振り返りや風通しの良い職場づくりにもなることを

意識すること。 

 

○児童発達支援管理責任者は、指導員に対して指導及び助

言をする立場でもある。 

このことを踏まえ、その時々の利用児童の個別支援計画を実践

していくために、指導員育成の計画・更新を管理者とともに検討

する必要がある。 

 

○放課後等デイサービスは、外部機関との連携が欠かせないサ

ービスである。 

具体的には、 

・学校、区役所、地域活動ホーム等が主催する合同カンファレン

スへ参加する 

・必要があれば自ら主体的にカンファレンスを開催する 

など、積極的な連携をすること。 

設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者を中心とした従

業員が外部機関との連携に必ず参加できる人員体制を整える

必要がある。 

 

○相談支援事業者との連携 

相談支援専門員が開催するサービス担当者会議からの招集に

対しては、緊急時等の例外を除き、必ず応じること。 

サービス担当者会議での方針に沿った支援が提供されるよう、支

援方針は事業所内全従業員で必ず共有すること。 
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もの状況に精通した最もふさわしい者を参画させなけれ

ばならない。 

 

○ サービス担当者会議は、障害児支援利用計画案に位

置付けられた福祉サービス等の担当者が、障害児支援利

用計画案の内容について、専門的な見地からの意見を述

べるものである。 

サービス担当者会議に参画する担当者は、障害児支援

利用計画案に位置づけられた放課後等デイサービス事業

所に期待される役割を確認するとともに、障害のある子

どもが、他の子どもや地域社会から安易に切り離されな

いための配慮等、子どもの最善の利益の観点から意見を

述べることが重要である。障害児支援利用計画のモニタ

リング時には、その時点までの放課後等デイサービスの

提供状況を踏まえて、課題への達成度や気づきの点等の

情報を積極的に述べることが重要である。 

設置者・管理者は担当者をサービス担当者会議に参画

させるに当たっては、このような役割を明確に認識して

おく必要がある。 

 

イ 学校との連携 

○ 子どもに必要な支援を行う上で、学校との役割分担

を明確にし、連携を積極的に図る必要がある。 

 

○ 年間計画や行事予定等の交換、子どもの下校時刻の

確認、引継ぎの項目等、学校との間で情報を共有してお

く必要がある。 

 

○ 送迎を行う場合には、子どもの安全確保に留意する

ことは当然であるが、特に学校の授業終了後の迎えに当

たっては、他の事業所の車両の発着も想定されることか

ら、事故等が発生しないよう細心の注意を払う必要があ

る。 

このため、設置者・管理者は、送迎時の対応について

学校と事前に調整しておくことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学校との関係では、特に送迎時にトラブルが発生しやすい。 

送迎時の対応については、事前に保護者及び各学校と調整す

ること。学校に十分な説明をしない場合、子どもの安全への配慮

から、学校からの送迎が全面的に禁止となる等もある。 

その際、学校による個々の状況にも鑑みて調整を行う必要があ

る。 

送迎時の対応については、特に以下の点については徹底するこ

と。 

＜学校との連携＞ 

・連絡体制の確立 

・身分証の携帯（「顔写真付社員証」等） 

・学校の周辺環境への配慮（長時間の路上駐車、無断駐車、

騒音等） 

・下校時の事故等への配慮（従業員の複数体制、車中に子ども

を長時間置き去りにする等） 

・事業所を利用している子ども以外も含めた安全への配慮 

・はまっ子ふれあいスクール、放課後キッズクラブへ迎えに行く場合

の届出 
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○ 下校時のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡

体制（緊急連絡体制や対応マニュアル等）について、事

前に学校と調整し、児童発達支援管理責任者や送迎を担

当する従業者に対し徹底しておく必要がある。 

 

 

○ 学校との間で相互の役割の理解を深めるため、 

（ア）保護者の同意を得た上で、学校に配置されている

外部との関係機関・団体との調整の役割を担っている特

別支援教育コーディネーター等から個別の教育支援計画

等についての情報提供を受けるとともに、放課後等デイ

サービス事業所の放課後等デイサービス計画を特別支援

教育コーディネーター等へ提供する。 

 

（イ）個別の教育支援計画が作成されていない子どもに

あっては、保護者の同意を得た上で特別支援教育コーデ

ィネーター等とお互いの支援内容等の情報交換の連絡を

とれるよう調整しておく。 

 

（ウ）学校の行事や授業参観に児童発達支援管理責任者

と分担して積極的に参加する等の対応をとることが望ま

しい。 

 

ウ 医療機関や専門機関との連携 

○ 子どもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合

に備え、近隣の協力医療機関をあらかじめ定めておく必

要がある。 

 

○ 医療的なケアが必要な子どもを受け入れる場合は、

子どもの主治医等との連携体制を整えておく必要があ

る。 

 

 

○ 障害種別や障害特性の理解や、障害種別や障害特性

に応じた活動や支援方法に関すること、支援困難事例等

については、児童発達支援センターや発達障害者支援セ

＜安全に配慮した送迎体制＞ 

・送迎時の事業所内留守番の設置（最低１名配置） 

・子どもの心身に無理のない送迎ルート（あまりにも広範囲すぎな

いこと） 

・２名以上の送迎体制 

 

◯送迎を実施した際には、下記の内容について記録すること 

・運転手、添乗員の名前 

・利用者の名前、送迎ルート 

・その他特記事項 

 

○学校とは、相互に支援方針や内容を共有していくことにつとめ

ること。（p.32 参照） 

その場合の学校の窓口は 

・担任教師 

・特別支援コーディネーター 

・児童指導支援専任 

等あげられるが、学校により異なるため、事前に確認をすること。 

 

 

○子どもの主治医や投薬に関する指示などの医療情報は、必

ず保護者と共有をすること。 

 

○健康状態の急変にも備え、子どもの主治医等の情報収集や

対応方法について、マニュアルなどの整備をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○被虐待児童について、合同カンファレンスが行われる場合は必

ず参加し、保護者への接し方、支援方法、役割分担など共有・
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ンター等の専門機関から助言や研修を受けること等によ

り連携を図りながら適切な支援を行っていく必要があ

る。 

 

○ 保護者による子ども虐待のケースについては、児童

相談所、市区町村の児童虐待対応窓口や保健所等の関係

機関・団体と連携して対応を図る必要がある。 

 

 

 

 

エ 保育所・児童発達支援事業所等との連携 

○ 子どもの発達支援の連続性を保障するため、就学前

に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園や児童発

達支援事業所等と連携し、情報の共有と相互理解に努め

ることが重要である。 

 

○ 放課後等デイサービスで行われていた支援内容等の

情報を提供する等、学校卒業後に関わる障害福祉サービ

ス事業所等と連携することが必要である。 

オ 他の放課後等デイサービス事業所等との連携 

○ 発達支援上の必要性により、他の放課後等デイサー

ビス事業所等を併せて利用する子どもについて、支援内

容を相互に理解しておくため、保護者の了解を得た上で、

当該他の事業所との間で、相互の個別支援計画の内容等

について情報共有を図ることが必要である。 

 

カ 放課後児童クラブや自治会等との連携 

○ 放課後児童クラブの放課後児童支援員等や放課後子

供教室関係者等が障害のある子どもへの対応に不安を抱

える場合等については、放課後等デイサービスとの併行

利用や、保育所等訪問支援等の積極的活用を図る等、放

課後児童クラブ等と連携を図りながら、子どもと放課後

児童支援員等に対して、適切な支援を行っていくことが

重要である。 

 

調整し、家族の関係性を含めた支援をする必要がある。 

 

○虐待以外であっても、児童相談所の援護がある子どもについ

ては、特に支援に万全を期す必要がある。専門機関として、意

識して関わる必要がある。 

 

 

 

 

○他の事業所との連携は必須である。 

特に、他の放課後等デイサービスを併用している子どもについて

は、保護者の同意を得た上で、支援の情報共有をし、可能な限

り、合同カンファレンス等の機会を設けること。 

また、支援技術の向上のために、事業所運営についての情報交

換を行うことも望ましい。 

 

○事業所を設置した地域で、障害児支援の理解を広める役割

を担っていることを認識し、地域との交流を図ること。 
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○ 障害のある子どもができるだけ地域や他の子どもか

ら切り離されないよう、地域の放課後児童クラブや放課

後子供教室、児童館との交流や他の子どもとの活動を企

画することが望ましい。 

 

○ 日頃から地域の行事や活動に参加できる環境を作る

ため、自治会の会合に参加することや、地域のボランテ

ィア組織と連絡を密にする等の対応をとることが望まし

い。 

 

キ （地域自立支援）協議会等への参加 

○ アからカまでに記載した関係機関・団体との連携を

円滑なものとするため、設置者・管理者又は児童発達支

援管理責任者は、（地域自立支援）協議会子ども部会等

へ積極的に参加すること等により、関係機関・団体との

関係性を構築しておく必要がある。 

 

○ 虐待等により福祉的介入が必要とされるケースにつ

いては、市区町村等が設置する要保護児童対策地域協議

会等へ参加する。 

 

ク 保護者との連携 

○ 学校への子どもの出欠や帰宅の状況について、保護

者との連絡により確実に確認することが必要である。 

このため、設置者・管理者は、送迎時の対応について

保護者と事前に調整しておくことが必要である。また、

下校時のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡体制

について、事前に保護者と調整し、児童発達支援管理責

任者や送迎を担当する従業者に対し徹底しておく必要が

ある。 

 

○ 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子ども

の発達の状況や課題について共通理解を持つことが重要

である。 

○ このため、設置者・管理者は、児童発達支援管理責

任者及び従業者が行う保護者への連絡や支援について、

 

 

○各区の状況にあわせ、自立支援協議会への参加を検討する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○子どもの成長を支える事業として、保護者との連携は欠かせな

い。事業所側からも積極的に、直接会って話す機会を提供でき

るよう心掛けること。 

 

 

○保護者の要望だけに応えるのではなく、子どもの発達をサポー

トする立場から、関係機関全体で保護者を支援する視点を持つ

こと。 
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随時報告を受けることや記録の確認等により、把握・管

理するよう努める必要がある。 

○ 家庭内での養育について、保護者に対して、子ども

の育ちを支える力をつけるためのペアレント・トレーニ

ングや環境整備等の支援を必要に応じて児童発達支援管

理責任者や従業者に実施させることが望ましい。 

 
 
 
 
 
 
 

 

（２）子どもと保護者に対する説明責任等 （横浜市解釈） 

設置者・管理者は、子どもと保護者が放課後等デイサ

ービスを適切かつ円滑に利用できるよう、説明責任を果

たすとともに必要な支援を行う責務がある。 

 

① 運営規程の周知 

○ 運営規程については事業所内の見やすい場所に掲示

する等によりその周知を図る。 

 

② 子どもと保護者に対する、支援利用申込時の説明 

○ 子どもと保護者には、利用申込時において、運営規

程や支援の内容を理解しやすいように説明し、特に、利

用者負担について丁寧に説明を行う必要があるため、児

童発達支援管理責任者にも徹底しておく。 

 

③ 保護者に対する相談支援等 

○ 保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な

助言と支援を行うことも必要である。 

例えば、保護者との定期的な面談（最低限モニタリン

グ時に実施することが望ましい）や訪問相談等を通じて、

子育ての悩み等に対する相談を行ったり、子どもの障害

について保護者の理解が促されるような支援を行うこと

が望ましい。 

 

○ 設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者及び従

業者に対して、保護者との定期的な面談や保護者に対す

る相談支援について、その適切な実施を促すとともに、

随時報告を受けることや記録の確認等により、把握・管

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○受給者証発行までの流れは、事業所の従業員すべてが確実

に理解し、事業所から保護者に誤った案内がされることが無いよ

うに徹底すること。 
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理する必要がある。 

 

○ 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催し

たりすることにより、保護者同士のつながりを密にして、

安心して子育てを行っていけるような支援を行うことも

望まれる。家族支援は、保護者に限った支援ではなく、

きょうだいや祖父母への支援も含まれる。特にきょうだ

いは、心的負担等から精神的な問題を抱える場合も少な

くないため、例えば、きょうだい向けのイベントを開催

する等の対応を行うことが望ましい。 

 

④ 苦情解決対応 

○ 放課後等デイサービスに対する子どもや保護者から

の苦情について、迅速かつ適切に対応するために、苦情

（虐待に関する相談も含む）を受け付けるための窓口や

苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員の設置、

解決に向けた手順の整理等、迅速かつ適切に解決が図ら

れる仕組みを構築することが求められる。 

 

○ 苦情受付窓口については、子どもや保護者に周知す

るとともに、第三者委員を設置している場合には、その

存在についても、子どもや保護者に周知する。 

 

○ 設置者・管理者は、苦情解決責任者として、迅速か

つ適切に対応する。 

 

⑤ 適切な情報伝達手段の確保 

○ 事業所は定期的に会報等を発行し、活動概要や行事

予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信

することが必要である。 

 

○ 視覚障害や聴覚障害等の障害種別に応じて、設備・

備品への配慮のほか、子どもや保護者との意思の疎通、

情報伝達のための手話等による配慮が必要である。 

 

 

 

 

○保護者同士のつながりを支援する活動を行うこと。 

例えば、事業所における保護者会を開催するなど、保護者同士

のつながりを密にすることで、保護者の子育ての不安を取り除き、

保護者同士で相談し合える関係つくりを支援すること。 

 

 

 

 

 

 

○出る苦情にただ漫然と対応することが苦情対応ではない。 

苦情がゼロになればいい、というものではなく、「苦情をいかに次の

支援につなげるか」という視点を持ち、対処すること。 

苦情が、事業所内で共有され、改善につながっているという実感

を持ってもらうことが、保護者との信頼関係を構築する上では重

要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業内容や体制について、保護者や地域の方に情報が伝わ

るような仕組みを構築すること。具体的には、 

＜日々の支援の様子の発信＞ 

・定期的な事業所便り、事業所ホームページやブログへの掲載

（個人情報への配慮を徹底する） 

＜双方向の情報発信＞ 

・保護者会、保護者見学会等の開催 
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⑥ 地域に開かれた事業運営 

○ 地域住民の事業所に対する理解の増進や地域の子ど

もとしての温かい見守り、地域住民との交流活動の円滑

な実施等の観点から、事業所はホームページや会報等を

通じて活動の情報を積極的に発信することや、事業所の

行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を

図ることが必要である。 

 

○ 実習生やボランティアの受入れは、事業所及び実習

生やボランティア双方にとって有益であり、積極的に対

応することが望ましい。ただし、実習生やボランティア

の受入れに当たっては、事故が起きないよう適切な指導

を行う等の対応が必要である。また、実習生やボランテ

ィアの受入れにあたっては、事業所の理念やプログラム

内容及びそれぞれの子どもの支援上の注意事項等を理解

させることが必要である。 

 

○地域への情報発信にも努めること。 

地域の祭りや行事に事業所として参加するなど、地域に開かれ

た事業所運営とすること。 

地域住民から、理解されるよう日々の交流を意識すること。 

 

（３）緊急時の対応と法令遵守等 （横浜市解釈） 

① 緊急時対応 

○ 子どもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合

は、速やかに保護者、協力医療機関及び主治医に連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならない。 

緊急時における対応方法について、「緊急時対応マニュ

アル」策定と児童発達支援管理責任者及び従業者への周

知が必要である。 

 

② 非常災害・防犯対策 

○ 設置者・管理者は、非常災害に備えて消火設備等の

必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的

計画を立て、非常災害時の避難方法や、関係機関・団体

への通報及び連絡体制を明確にするとともに、それらを

定期的に児童発達支援管理責任者及び従業者や保護者に

周知しなければならない。 

 

 

 

○救急搬送等、通院を伴う重大な怪我や感染症等が発生した

場合、必ず横浜市障害児福祉保健課へ速やかに報告をするこ

と。 

重大な怪我や感染症等を事業所内でおさめようとすることは、重

大な隠ぺいとなる。 

また、その事故報告書を横浜市障害児福祉保健課へ提出する

こと。 

 

 

○非常災害に備えた行動指針やマニュアルを整備すること。 

災害ごとに具体的な計画を立てることが重要だが、具体的には、 

・災害に関する情報の入手方法 

・消防署、消防団等の関連機関・団体、家族、職員への連絡 

・災害時の人員体制、指揮系統 

・避難を開始する時期、判断基準 

・災害に応じた避難場所、避難経路、避難方法 

・障害特性にあわせた対応 

・事業所で被災した際の、災害備蓄の管理（水、食料） 
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○ 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他

必要な訓練を行わなければならない。 

 

○ 重大な災害の発生や台風の接近等により危険が見込

まれる場合、特に教育委員会や学校が休校や下校時刻を

早める等の判断を発表した場合には、子どもの安全確保

のために状況に応じて休所とする等適切な対処をすると

ともに、保護者や学校等関係機関・団体との連絡体制を

構築しておく必要がある。 

 

 

○ 障害種別や障害特性ごとの災害時対応について理解

しておき、子どもごとの放課後等デイサービス計画に災

害時の対応について記載させることも考慮する。 

特に医療的ケアが必要な子どもについては、保護者や

主治医等との間で災害発生時の対応について、綿密に意

思疎通を図っておくことが重要であり、児童発達支援管

理責任者及び従業者に徹底する。 

○ 子どもが犯罪に巻き込まれないよう、事業所として

防犯マニュアルの策定や、地域の関係機関・団体等と連

携しての見守り活動、子ども自身が自らの安全を確保で

きるような学習支援等の防犯への取組が必要である。 

 

③ 虐待防止の取組 

○ 設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者及び従

業者による子どもに対する虐待を防止するため、虐待防

止委員会の設置等、必要な体制の整備が求められる。 

虐待防止委員会の責任者は、通常、管理者が担うこと

となる。虐待防止委員会を組織的に機能させるために、

苦情解決の第三者委員等の外部委員を入れてチェック機

能を持たせるとともに、児童発達支援管理責任者等、虐

待防止のリーダーとなる職員を虐待防止マネージャーと

して配置し、研修や虐待防止チェックリストの実施等、

・各区のハザードマップや区の防災情報の確認 

などがあげられる。 

 

○防災訓練は定期的に、かつ、全員が参加できるように行うこ

と。想定外の事象への対応にパニック等をおこしやすいことに鑑み

て、繰り返し行うこと。また、曜日ごとに来る子どもが違うため、訓

練は全員が参加できるように行うこと。 

◯訓練を実施した際には、その内容、参加者等を記録すること。 

 

○事業所で被災した時の対応については、必ず保護者に説明を

すること。 

 

○重大な災害の発生や台風の接近等で、学校が休校や下校

時刻を早める判断をすることもある。学校との連絡体制を構築し

ておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○従業員による子どもへの虐待防止のため、具体的な虐待防

止への取り組みをすすめること。 

以下は、管理者はじめ従業員全員が必ず読むこと。 

 

「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応

の手引き （厚生労働省）」 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Sh

akaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000079704.pdf 
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具体的な虐待防止への取組を進める。 

 

 

○ 設置者・管理者は、児童発達支援管理責任者及び従

業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修を実施

し、又は自治体が実施する研修を受講させるほか、自ら

が虐待防止のための研修を積極的に受講する等により、

児童虐待防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号。

以下、「児童虐待防止法」という。）及び障害者虐待の防

止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成

２３年法律第７９号。以下「障害者虐待防止法」という。）

について理解し、虐待の防止への取組を進める必要があ

る。特に、「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待

の防止と対応の手引き」は必ず読むようにする。 

各都道府県で実施する虐待防止や権利擁護に関する研

修を受講した場合には、放課後等デイサービス事業所で

伝達研修を実施することが重要である。 

 

○ 児童発達支援管理責任者及び従業者が、虐待を発見

しやすい立場にあることを認識し、子どもの状態の変化

や保護者の態度等の観察や情報収集により、虐待の早期

発見に努めさせる必要がある。 

 

○ 従業者等（実習生やボランティアを含む。）からの虐

待（特に性的虐待）は、密室化した場所で起こりやすい

ことから、送迎の車内を含め、密室化した場所を極力作

らないよう、常に周囲の目が届く範囲で支援を実施する

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に、虐待防止は、虐待そのものだけではなく、 

「虐待につながりかねない支援」、「虐待を疑われる支援」につい

ての理解を深めることが重要である。 

障害特性への理解の未熟さから、漫然と支援を行っていることが

知らず知らずのうちに「虐待につながりかねない支援」となっている

ことが多い。 

支援について常に振り返ることが重要である。 

「これでいいだろう」ではなく「これでいいだろうか」という視点を大切

にすること。 

虐待防止啓発のための定期的な研修は、虐待そのものだけでは

なく、これらの視点をもつための研修とすること。 

 

【参考】虐待防止関連法令 

・児童虐待防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号） 

・障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関す

る法律（平成２３年法律第７９号） 

 

 

○虐待（特に性的虐待）は、密室化した場所で起こりやすいこと

から、不必要に密室化した場所をつくらない支援をすること。特に

以下の場面では十分注意する。 

＜送迎＞ 

・必ず複数体制とすること。 

・介助等の必要のない自立した子どもであっても同様である。 

車内で子どもと１対１となることは、虐待を疑われることを意識し、

複数対応を心がけること。 

 

＜排泄介助＞ 

・排泄介助は、原則、同性介助とすること。 

・ただし、同性に対する性的虐待も発生しうるため、支援の状況

は常にチェックし合うことが必要である。 

 

＜個人携帯電話の取扱い＞ 

・業務中の個人携帯電話の携帯は、禁止とする。 

個人携帯電話のカメラ機能で、わいせつ画像を撮影するといった

性犯罪事例があったことに鑑みて、 
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○ 従業者等（実習生やボランティアを含む。）からの虐

待を受けたと思われる子どもを発見した場合（相談を受

けて虐待と認識した場合を含む。）は、障害者虐待防止法

第 16 条に規定されている通報義務に基づき、通所給付決

定をした市区町村の窓口に通報する。この時に、市区町

村に通報することなく、事業所の中だけで事実確認を進

め、事態を収束させてしまうと通報義務に反することと

なるため、必ず市区町村に通報した上で行政と連携して

対応を進める必要がある。 

 

○ 保護者による虐待については、保護者に対する相談

支援やカウンセリング等により未然防止に努めることが

重要であることを認識する。 

 

○ 保護者による虐待を発見した場合は、児童虐待防止

法第６条に規定されている通報義務に基づき、市区町村、

都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所等へ速や

かに通告するよう徹底する必要がある。虐待等により福

祉的介入が必要とされるケースについては、市区町村等

が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しなが

ら、児童相談所、市区町村の児童虐待対応窓口や保健所

等の関係機関・団体と連携して対応を図っていくことが

求められる。 

・カメラ機能のない携帯電話を事業所で整備する 

・個人携帯電話の携帯を禁止する 

等の措置をする必要がある。取扱については規定しておくこと。 

・従業員と子どもの個人携帯電話でのやりとり、特にＳＮＳは禁

止とする。 

従業員と子どもは、支援の提供を介した専門的な職務上の関

係である。関係性や距離の取り方などは、当然それらを踏まえた

対応とするものである。 

個人的なメールや、ＳＮＳのやりとりは、不適切・不必要なつなが

りのツールとなり、性的虐待につながる可能性がある。個人の携

帯電話を持っている自立した子どもである場合、十分注意するこ

と。 

 

○虐待を受けた、または疑いのある子どもを発見した場合、それ

がどこで誰に受けた虐待であろうとも、児童虐待防止法に基づ

き、児童相談所又は各区役所こども家庭支援課へ通報をする

義務がある。 

通報をしなかった場合、障害者虐待防止法の通報義務に反す

ることになる。 

 

 

 

 

○事業所は、保護者による虐待およびその疑いにも気を配る立

場であることを自覚すること。 
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④ 身体拘束への対応 

○ 従業者等（実習生やボランティアを含む。）が自分の

体で利用者を押さえつけて行動を制限することや、自分

の意思で開けることのできない居室等に隔離すること等

は身体拘束に当たり、緊急やむを得ない場合を除き禁止

されている。 

 

 

○ やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替

性、一時性が要件となるが、身体拘束の検討が必要なケ

ースについては、代替性がないか等について慎重に検討

した上で、それでもなお、身体拘束を行わざるを得ない

事態が想定される場合には、いかなる場合にどのような

形で身体拘束を行うかについて組織的に決定する必要が

ある。児童発達支援管理責任者に対しては、放課後等デ

イサービス計画に、身体拘束が必要となる状況、身体拘

束の態様・時間等について、子どもや保護者に事前に十

分に説明をし、了解を得た上で記載させることが必要で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 身体拘束を行った場合には、行った担当者または児

童発達支援管理責任者から、その様態及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必

要な事項の記録とともに報告を受ける。なお、必要な記

録がされていない場合は、運営基準違反となることを認

 

○身体拘束は、それをしなければ命にかかわる等、緊急の場合

を除き禁止である。 

【参考】児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、

設備及び運営に関する基準 第四十四条 

＜身体拘束の具体例＞ 

・子どもの体を押さえつける 

・自分で開けることのできない個室へ閉じ込める 

・暴れる子どもを紐などで体を拘束する  

 

○やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時

性の３点で、慎重に検討し、判断する。 

＜切迫性＞ 

本人、他児、従業員の生命が危険にさらされる、または恐れが

ある瞬間 

＜非代替性＞ 

その行動以外に代替する方法がない場合 

＜一時性＞ 

身体拘束による行動制限が、一時的である場合 

例） 外出支援で、赤信号を待っていたら、その子が好きな救急

車が通り、飛び出して車にひかれそうになったため、抑えて歩

道に戻した。 

 

○やむをえず身体拘束をする際の検討は、個人・事業所のみで

判断してはならない。 

・事業所内のみではなく、子どもに関わる区役所、学校、医療機

関、他事業所とカンファレンスを行い、複数で判断し、支援計画

に入れること。 

・保護者との面談を行い、支援に対する保護者の同意を得るこ

と。 

・カンファレンス記録、面談記録、保護者同意書は必ず残してお

くこと。必要な記録が無い場合、運営基準違反となる。 

 

○身体拘束を行った場合、 

・行った担当者 

・その時の子どもの心身の状況 
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識しておく必要がある。 

 

 

 

 

 

⑤ 衛生・健康管理 

○ 感染症の予防や健康維持のため、手洗いやうがいの

励行、おやつや学校休業日における昼食の提供に係る設

備の衛生管理を徹底することが必要である。 

 

○ 子どもの来所時の健康チェック等、健康管理に必要

となる器械器具の管理を適正に行うことが必要である。 

 

○ 感染症又は食中毒の対応や排泄物又は嘔吐物に関す

る処理方法について、対応マニュアルを策定しておくこ

とが必要である。 

○ インフルエンザ等感染症により集団的感染のおそれ

がある場合、特に教育委員会や学校が休校を発表した場

合は、子どもの安全確保のために状況に応じて休所とす

る等適切に対処するとともに、保護者や学校等関係機

関・団体との連絡体制を構築しておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 安全確保 

○ サービス提供中に起きる事故やケガを防止するため

に、室内及び屋外の環境の安全性について毎日点検し必

要な補修等を行い、危険を排除するよう必要な措置を講

じておく。 

 

・緊急やむを得ない理由 

等、必ず記録を残し、保護者へも伝えること。 

また、子どもに関わる区役所、学校、医療機関、他事業所、保

護者と定期的にカンファレンスを行うこと。 

たとえ同意が取れていても、漫然と拘束を繰り返さないよう、常に

支援方法の検討を行うこと。 

 

○衛生管理に際し、感染症ごとの予防マニュアルおよび起こった

場合のマニュアルの整備が必要である。 

具体的には、 

・インフルエンザ 

・ノロウイルス 

・食中毒 

・アレルギー対策 等 

 

○事業所で被害が拡大した（複数の感染者が出た等）場合は、

横浜市障害児福祉保健課への連絡だけでなく、各区福祉保健

課へ連絡し、感染症発生時の指導を求める。 

 

○感染症（インフルエンザ等）により学校が休校となった際の、学

校や保護者との連絡体制を整備しておくこと。 

 

○アレルギー対応が必要な子どもについては細心の注意を払うこ

と。（おやつ提供、食事提供時） 

子どもが、自身のアレルギーについて理解ができていないこともある

ため、おやつ等の提供の方法にも工夫が必要である。 

毎年情報を更新するなどの対応を取ること。 

（おやつの準備をする場面を子どもに見せないようにする 等） 

○アナフィラキシーショック等の場合は、救急搬送となる。医療機

関との連絡体制も構築しておく必要がある。 

その際、横浜市障害児福祉保健課への連絡は必ず行うこと。 
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○ 設置者・管理者は、発生した事故事例や事故につな

がりそうな事例について、児童発達支援管理責任者と従

業者間で共有するため、いわゆる「ヒヤリハット事例集」

を作成することが望ましい。 

 

⑦ 秘密保持等 

○ 設置者は、従業者等（実習生やボランティアを含む。）

または、管理者及び従業者等（実習生やボランティアを

含む。）であった者が、その業務上知り得た秘密を漏らす

ことがないよう、誓約書の提出や雇用契約に明記する等、

必要な措置を講じなければならない。 

 

○ 関係機関・団体に子ども又は保護者に関する情報を

提供する際は、あらかじめ文書により保護者の同意を得

させておかなければならない。また、ホームページや会

報等に子ども又は保護者の写真や氏名を掲載する際に

は、保護者の許諾を得ることが必要である。 

 

○ 管理者は、その職を辞した後も含めて、正当な理由

がなく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

○事故報告書、ヒヤリハットの記録の保管は必須とする。また、こ

れらを使った再発防止研修を必ず定期的に行うこと。 
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児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービスを利

用する子どもと保護者のニーズを適切に把握し、放課後等

デイサービス計画を作成し、すべての従業者が放課後等デ

イサービス計画に基づいた支援を行っていけるように調

整する。また、提供される支援のプロセスを管理し、客観

的な評価等を行う役割がある。 

○児童発達支援管理責任者は、その専門的な立場から、子ども

のために適切な個別支援計画を立てる、支援の中心的役割であ

る。 

また、すべての従業員が計画に基づいた支援が行えているか、提

供される支援を管理・調整・評価する役割があるため、支援を客

観的に把握する立場を意識すること。 

 

３ 児童発達支援管理責任者向けガイドライン 

（１）子どものニーズに応じた適切な支援の

提供と支援の質の向上 
（横浜市解釈） 

① 放課後等デイサービス計画に基づくＰＤＣＡサイク

ル等による適切な支援の提供 

 

ア 子どもと保護者及びその置かれている環境に対する

アセスメント 

○ 子どもと保護者及びその置かれている環境を理解す

るためには、子どもの障害の状態だけでなく、子どもの適

応行動の状況（P.5 の脚注参照）を、標準化されたアセス

メントツール（例えば「Vineland-Ⅱ適応行動評価尺度」

の日本版）を使用する等により確認する。 

また、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、子ど

もの興味関心事となっていること、養育環境、これまで受

けてきた支援、現在関わっている機関に関すること、地域

とのつながり、利用に当たっての希望、将来展望等につい

て必要な情報をとり、子どもと保護者のニーズや課題を客

観的に分析する。 

○ 保護者のニーズと子ども自身のニーズは必ずしも一

致するわけではないので、子どものニーズを明確化してい

くことがまず求められる。また、発達段階にある子どもの

ニーズは変化しやすいため、日頃から状況を適切に把握し

対応していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

○アセスメントツールの使用は各児童発達支援管理責任者で検

証すること。 

いずれの方法にしても、最低限左記項目をすべて総合的に勘案

してアセスメントを行うこと。 
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イ 放課後等デイサービス計画の作成 

○ 障害児相談支援事業所等が作成した障害児支援利用

計画や、自らの事業所でアセスメントした情報を課題整理

表等を用いて整理した上で、放課後等デイサービス計画を

作成する。 

 

○ 放課後等デイサービス計画には、子どもと保護者の生

活に対する意向、総合的な支援目標とその達成時期、生活

全般の質を向上させるための課題、児童発達支援の具体的

内容、留意事項を含める。 

 

○ 将来に対する見通しを持った上で、障害種別、障害特

性や子どもの発達段階を丁寧に把握し、それらに応じた関

わり方を考えていく。 

 

○ 支援手法については、個別活動と集団活動をその子ど

もに応じて適宜組み合わせる。 

 

○ 平日／休日／長期休暇の別等に応じて、課題をきめ細

やかに設定をするように工夫しなければならない。 

 

○ 計画の作成に際しては、従業者から放課後等デイサー

ビス計画の原案について意見を聞く等、担当の従業者を積

極的に関与させることが望ましい。 

 

ウ タイムテーブル、活動プログラムの立案 

○ 放課後等デイサービス事業所における時間をどのよ

うにして過ごすかについて、一人ひとりの放課後等デイサ

ービス計画を考慮し、一日のタイムテーブルを作成する。

タイムテーブルは、子どもの生活リズムを大切にし、日常

生活動作の習得や、子どもが見通しを持って自発的に活動

できるよう促されることが期待される。ただし、提供され

る活動プログラムを固定化することは、経験が限られてし

まうことにもなるため、活動プログラムの組合せについ

て、創意工夫が求められる。 

 

 

○横浜市では、計画があることは当然とし、その中身を重視する。

新規に個別支援計画を作成した後は、最低６か月に１度の見直

し（モニタリング）が必須となっているが、これは最低限の考え方であ

り、児童や家庭の状況の変化により必要に応じてそれよりも早く再

作成をするものと考える。 

 

○計画を作成する際は、 

・子どもの障害特性 

・子どもの発達過程 

・子どものニーズ 

・保護者の要望 

・将来に対する見通しなどを丁寧に把握し、作成する必要があ

る。その際、上記「ア 子どもと保護者及びその置かれている環境

に対するアセスメント」で示されているアセスメントを重視すること。 

 

○計画を作成する際は、学校における個別の教育支援計画等と

連動した計画とすることが望ましい。 

保護者の同意を得た上で、特別支援教育コーディネーター等か

ら、個別の教育支援計画等の情報提供を受ける。 

当然、学校へも事業所の個別支援計画を提供することが望まし

い。 

 

○児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の内容が日々

の支援に反映されるよう、指導員である従業員とその日の支援の

振り返りをするなど、従業員間での共有を図る役割がある。 

そのためには、指導員に日々の支援記録を取ることを徹底させ、

児童発達支援管理責任者はその支援が目標や計画に反映され

ているか日々検証し、改善につなげていくこと。 
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○ 発達支援の時間は十分に確保されなければならず、送

迎の都合で発達支援の時間が阻害されることのないよう

タイムテーブルを設定しなければならない。 

 

○ 活動プログラムは、子どもの障害種別、障害特性、発

達段階、生活状況や課題、平日／休日／長期休暇の別等に

応じた内容を組み立て、従業者も交えながらチームで検討

していく。 

 

○ 集団活動の場合は、対象児の年齢や障害の状態の幅の

広さを考慮しながら、活動プログラムを作成する必要があ

る。子どもの年齢や発達課題が異なることも多いことか

ら、年齢別又は障害別、発達課題別に支援グループを分け

ることも考慮する必要がある。 

 

○ 活動プログラムの内容は、本ガイドラインの総則に記

載されている放課後等デイサービスの基本的役割、基本的

姿勢等を十分に踏まえたものでなければならない。 

 

エ 日々の適切な支援の提供 

○ 本ガイドラインの総則に記載されている放課後等デ

イサービスの基本的役割、基本姿勢等について理解すると

ともに、従業者にその理解を徹底し、日々の支援を適切に

提供する。 

 

○ 設備、従業者等の状況を総合的に勘案し、適切な生活

環境と事業内容が確保されるよう、子どもの情緒面への配

慮や安全性の確保の観点から、利用定員の規模や、室内の

レイアウトや装飾等に心を配り、必要に応じて設置者・管

理者とも相談し、改善を図る。また、着替えや排泄の介助

等については、同性介護を基本とする等、配慮することが

求められる。 

 

○ 支援開始前には従業者間で必ず打合せを実施し、その

日行われる支援の内容や役割分担について把握する。 
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○ 従業者が放課後等デイサービス計画に沿って、それぞ

れの子どもたちの障害種別、障害特性、発達段階、生活状

況や課題に細やかに配慮しながら支援を行えるように注

意する。 

 

○ 従業者と常に意思の疎通を図り、円滑なコミュニケー

ションがとれるよう努める。 

○ 支援終了後の打合せを実施し、従業者にその日の支援

の振り返りをさせ、子どもや保護者との関わりで気づいた

点や、気になった点について従業者間で共有させる。 

 

○ 従業者にその日行った支援に関して正しく記録をと

ることを徹底させる。従業者が行っている支援が目標や計

画に沿って行われているか、記録に基づいて検証し、その

改善につなげていく。 

 

オ 放課後等デイサービス計画の実施状況把握（モニタリ

ング） 

○ 放課後等デイサービス計画は、概ね６ヶ月に１回以上

モニタリングを行うことになっているが、子どもの状態や

家庭状況等に変化があった場合にはモニタリングを行う

必要がある。モニタリングは、目標達成度を評価して支援

の効果測定していくためのものであり、単に達成している

か達成していないかを評価するものではなく、提供した支

援の客観的評価を行い、放課後等デイサービス計画の見直

しの必要性を判断する。 

 

カ モニタリングに基づく放課後等デイサービス計画の

変更 

○ モニタリングにより、放課後等デイサービス計画の見

直しの必要性が判断された場合は、放課後等デイサービス

計画の積極的な見直しを行う。その際、支援目標の設定が

高すぎたのか、支援内容があっていなかったのか､別の課

題が発生しているのか等の視点で、これまでの支援内容を

評価し、今後も支援内容を維持するのか､変更するのかを

判断していく。放課後等デイサービスの必要性が低くなっ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○児童発達支援管理責任者は、最低６ヶ月に１回以上、モニタリ

ングを行うこと。 

ただし、モニタリングは、支援の客観的評価を行い、計画の見直し

の必要性を判断するものであるので、単に目標を達成したかしない

かといった漫然とした更新を行えばいいものではない。 

 

○モニタリングの際には、保護者と面談等を行うこと。 

家庭での様子、保護者による計画の評価などをヒアリングし、計画

の見直しへとつなげるとともに、保護者の子育て支援にもつなげて

いく。 

 

○当然、子どもの状況が変われば支援計画も変わることが予想さ

れる。６ヶ月の期間を待たず、その都度モニタリングをする必要も想

定される。 
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※以降については、国のガイドラインのみの記載とする。横浜市版解釈は、これまでの全項目を参照。 

 
② 従業者及び自らの知識･技術の向上 
○ 放課後等デイサービスを適切に提供する上で、放課後等デイサービスが期待される役割、子

どもの発達段階ごとの特性、障害種別、障害特性、関連する制度の仕組み、関係機関・団体の役

割、児童虐待への対応、障害者の権利に関する条約等を理解することが重要である。 
 
○ 障害種別、障害特性に応じた支援や発達段階に応じた支援、家族支援等に係る適切な技術を

従業者が習得することが、子どもの発達支援や二次障害の予防、家庭養育を支えるといった視点

から重要である。 
 
○ 放課後等デイサービスを適切に提供する上で、児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサ

ービスの従業者に対して、児童発達支援の提供に関わる技術的な指導や助言を日々行うとともに、

設置者・管理者と共同して、従業者に対して知識・技術の習得意欲を喚起し、事業所内における

研修の企画等を行うことが望まれる。 
 
○ 児童発達支援管理責任者は、自らも知識・技術の習得に努め、自治体等の研修を積極的に受

講するよう努めるものとする。 

た場合は、終結を検討する。なお、支援内容の変更や終結

時には、設置者・管理者へ報告する。 

 

○ 終結に当たっては、放課後等デイサービスの支援内容

等について、関係機関・団体に引き継ぐことが必要である。

終結に当たってのモニタリングは、障害児相談支援事業

所、学校、子ども、保護者とともに行っていくことが望ま

しい。 

 

キ 事業所全体の業務改善サイクルへの積極的関与 

○ 事業所の目的及び運営方針をはじめとした運営規程

の内容を十分に理解して職務に従事する。 

 

○ 児童発達支援管理責任者は、ＰＤＣＡサイクルによる

事業所全体の業務改善の取組に積極的に関与し、事業運営

方針の設定や見直し、業務改善の目標設定とその振り返

り、本ガイドラインに基づく事業所の自己評価の実施や利

用者の意向の把握等について協力･貢献することが求めら

れる。 
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③ 関係機関・団体や保護者との連携 
ア 障害児相談支援事業者との連携 
○ 障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画は、相談支援専門員が総合的な援助方

針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組合せ等について検討し、子ども又は保護

者の同意のもと作成するものである。 
放課後等デイサービス事業所の放課後等デイサービス計画は、児童発達支援管理責任者が、障害

児支援利用計画における総合的な援助方針等を踏まえ、当該事業所が提供するサービスの適切な

支援内容等について検討し、子ども又は保護者の同意のもと作成するものである。両計画が連動

して機能することによって、子どもに対する支援がより良いものとなっていくものであり、この

連動の重要性を認識しておく必要がある。 
 
○ サービス担当者会議は、障害児支援利用計画案に位置づけられた福祉サービス等の担当者が、

障害児支援利用計画案の内容について、専門的な見地からの意見を述べるものである。 
サービス担当者会議に参画する場合においては、障害児支援利用計画案に位置づけられた放課後

等デイサービス事業所として期待される役割を確認するとともに、障害のある子どもが、他の子

どもや地域社会から安易に切り離されないための配慮等、子どもの最善の利益の観点から意見を

述べることが重要である。障害児支援利用計画のモニタリング時には、その時点までの放課後等

デイサービスの提供状況を踏まえて課題への達成度や気付きの点等の情報を積極的に述べること

が重要である。 
 
イ 学校との連携 
○ 子どもに必要な支援を行う上で、学校との役割分担を明確にし、連携を積極的に図る必要が

ある。 
 
○ 学校との間で相互の役割の理解を深めるため、 
（ア）保護者の同意を得た上で、学校に配置されている外部との関係機関・団体との調整の役割

を担っている特別支援教育コーディネーター等から、個別の教育支援計画等についての情報提供

を受けるとともに、放課後等デイサービス事業所の放課後等デイサービス計画を特別支援教育コ

ーディネーター等へ提供する。 
 
（イ）個別の教育支援計画が作成されていない子どもにあっては、保護者の同意を得た上で特別

支援教育コーディネーター等とお互いの支援内容等の情報交換の連絡をとれるよう調整しておく。 
 
（ウ）学校の行事や授業参観へ設置者・管理者と分担して積極的に参加する等の対応をとること

が望ましい。 
 
○ 子ども一人ひとりの個別の教育支援計画等を理解するとともに、日々学校で配慮されている

こと（姿勢保持の椅子等の器具、身体介助方法、声かけの方法、パニック時の対応等）について

必要な情報を得て、従業者に対しても理解の徹底を図る。 
 
○ 学校関係者がサービス担当者会議に参加できない場合は、障害児相談支援事業者とともに学
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校との連絡会議を開催する等、何らかの方法で連携する機会を設けることが必要である。 
 
○ 年間計画や行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等、学校との間で共有された情報を

従業者と共有しておく必要がある。 
 
○ 子どもを送迎する場合は、誰が、どの時間に、どの事業所の送迎車に乗せるのかといった送

迎リストやルールを作成する等、学校側に送り出しの協力をしてもらう必要があり、送迎時には、

身分証明書等を学校側の担当者に見せる等、学校側の確認を取ってから、子どもを事業所に送っ

ていくよう従業者に徹底させる。 
 
○ 下校時のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡体制について、事前に把握しておく。 
 
○ 医療的ケアの情報や、気になることがあった場合の情報等を、保護者の同意のもと、連絡ノ

ート等を通して、学校との間で共有する。 
 
ウ 医療機関や専門機関との連携 
○ 障害種別や障害特性の理解、障害種別や障害特性に応じた活動や支援方法に関すること、支

援困難事例等については、児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関から助

言や研修を受ける等により、連携を図りながら適切な支援を行っていく必要がある。 
 
○ 保護者による子ども虐待のケースについては、児童相談所、市区町村の児童虐待対応窓口や

保健所等の関係機関・団体と連携して対応を図る必要がある。 
 
エ 保育所・児童発達支援事業所等との連携 
○ 子どもの発達の連続性を保障するため、就学前に利用していた保育所、幼稚園、認定こども

園や児童発達支援事業所等と連携し、保育所等や児童発達支援事業等で行われていた支援内容を

把握し、従業者に当該内容を理解させる。 
○ 放課後等デイサービスで行われていた支援内容等の情報を提供する等、学校卒業後に関わる

障害福祉サービス事業所と連携することが必要である。 
 
 
オ 他の放課後等デイサービス事業所等との連携 
○ 発達支援上の必要性により、他の放課後等デイサービス事業所等を併せて利用する子どもに

ついて、支援内容等を相互に理解しておくため、保護者の了解を得た上で、当該他の事業所等と

の間で、相互の個別支援計画の内容等について情報を共有し、従業者への周知を図ることが必要

である。 
 
カ 放課後児童クラブや自治会等との連携 
○ 地域の放課後児童クラブや放課後子供教室と連携し、併行利用している子どもがいる場合は、

情報の共有と相互理解を深めるとともに、放課後児童クラブ等で行われている支援内容を把握し、

従業者への周知を図る。 
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○ 放課後児童クラブの放課後児童支援員等や放課後子供教室関係者等が障害のある子どもへの

対応に不安を抱える場合等については、放課後等デイサービスとの併行利用や、保育所等訪問支

援等の積極的活用を図る等、放課後児童クラブ等と連携を図りながら、子どもと放課後児童支援

員等に対して適切な支援を行っていくことが重要である。 
 
○ 地域に子どもたちの理解者を増やすためにも、日頃から子どもたちが地域の行事に参加した

り、日常的に地域住民と同じ経験を共有する機会を積極的に作るようにする。 
キ （地域自立支援）協議会等への参加 
○ アからカまでに記載した関係機関・団体との連携を円滑なものとするため、設置者・管理者

又は児童発達支援管理責任者は、（地域自立支援）協議会子ども部会等へ積極的に参加する等によ

り、関係機関・団体との関係性を構築しておく必要がある。 
 
○ 虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市区町村等が設置する要保護児

童対策地域協議会等へ参加する。 
 
ク 保護者との連携 
○ 学校への子どもの出欠や帰宅の状況について、保護者との連絡のもとに確実に確認すること

が必要である。 
 
○ 医療的ケアの情報や、気になることがあった場合の情報等を連絡ノート等を通じて保護者と

共有する等、日頃から子どもの状況を保護者と伝えあい、子どもの発達の状況や課題について共

通理解を持つように努める。また、必要に応じて、家庭内での養育等についてペアレント・トレ

ーニング等活用しながら、子どもの育ちを支える力をつけられるよう支援したり、環境整備等の

支援を行ったりすることが考えられる。 
 

（２）子どもと保護者に対する説明責任等 

① 子どもと保護者に対する運営規定や放課後等デイサービス計画の内容についての丁寧な説明 

○ 申請時に、保護者に対して運営規程の説明を行う。特に、支援の内容、人員体制（資格等）、

利用者負担、苦情処理の手順、緊急時の連絡体制等の重要事項については文書化の上、対面で説

明する。 

 

○ 放課後等デイサービス計画の内容については、その作成時、変更時に子どもと保護者に対し

て丁寧に説明を行う。 

 
② 保護者に対する相談支援等 

○ 保護者が悩み等を自分だけで抱え込まないように、保護者からの相談に応じ、信頼関係を築

きながら、保護者の困惑や将来の不安を受け止め、専門的な助言を行うことも必要である。例え

ば、保護者との定期的な面談（最低限モニタリング時に実施することが望ましい）や訪問相談等

を通じて、子育ての悩み等に対する相談を行ったり、子どもの障害について保護者の理解が促さ
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れるような支援を行うことが望ましい。 

 

○ 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催したりすることにより、保護者同士が交流

して理解を深め、保護者同士のつながりを密にして、安心して子育てを行っていけるような支援

を行うことも望まれる。家族支援は保護者に限った支援ではなく、きょうだいや祖父母等への支

援も含まれる。特にきょうだいは、心的負担等から精神的な問題を抱える場合も少なくないため、

例えば、きょうだい向けのイベントを開催する等の対応を行うことが望ましい。 

 
③ 苦情解決対応 

○ 放課後等デイサービス事業所においては、子どもや保護者からの苦情について、迅速かつ適

切に対応するために、苦情（虐待に関する相談も含む）を受け付けるための窓口を設置する等の

必要な措置を講じる必要がある。児童発達支援管理責任者は、苦情受付担当者の役割が想定され

るところであるが、子どもや保護者からの苦情受付に当たっては、職員の目を気にせず苦情を受

付できるよう、苦情受付箱を設置する等、苦情受付担当者として適切にその役割を果たすことが

求められる。 

 

④ 適切な情報伝達手段の確保 

○ 事業所は定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制の情報を子どもや保護者

に対して発信することが必要である。 

 
○ 視覚障害や聴覚障害等障害種別に応じて、設備・備品への配慮のほか、子どもや保護者との

意思の疎通、情報伝達のための手話等による配慮が必要である。 

 

（３）緊急時の対応と法令遵守等 

① 緊急時対応 

○ 子どもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、事業所で作成された「緊急時対応マ

ニュアル」に沿って、速やかに保護者、協力医療機関及び主治医への連絡を行う等の必要な措置

を講じなければならない。緊急時における対応方法について、児童発達支援管理責任者は熟知し

ておくとともに従業者に周知徹底しておく必要がある。 

 

○ 特に常時、医療的ケアを必要とする子どもに対しては、窒息や気管出血等、生命に関わる事

態への対応を熟知しておくとともに、従業者に周知徹底しておく必要がある。 

 

② 非常災害・防犯対応 

○ 児童発達支援管理責任者は、災害時避難場所や避難経路について等、非常災害に関する具体

的計画について十分に熟知し、従業者の理解を徹底しておく必要がある。 
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○ 定期的な避難、救出その他必要な訓練では、従業者とともに訓練に当たり、問題があれば改

善を図る。 

○ 障害種別や障害特性ごとの災害時対応について理解しておき、子どもごとの放課後等デイサ

ービス計画に災害時の対応について記載しておく。特に医療的ケアが必要な子どもについては、

保護者や主治医等との間で災害発生時の対応について、綿密に意思疎通を図っておく。 

 

○ 子どもが犯罪に巻き込まれないよう、事業所として防犯マニュアルの策定や、地域の関係機

関・団体と連携しての見守り活動、子ども自身が自らの安全を確保できるような学習支援等の防

犯への取組が必要である。 

 

③ 虐待防止の取組 

○ 児童発達支援管理責任者は、事業所の虐待防止マネージャーとして、研修や虐待防止チェッ

クリストの実施等、具体的な虐待防止への取組を進めるとともに、自ら虐待防止研修を積極的に

受講する等により、児童虐待防止法、障害者虐待防止法の趣旨と通報制度等を理解し、虐待の防

止への取組を進める必要がある。特に、「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対

応の手引き」は必ず読むようにする。各都道府県で実施する虐待防止や権利擁護に関する研修を

受講した場合には、放課後等デイサービス事業所で伝達研修を実施することが重要である。 

 

○ 児童発達支援管理責任者及び従業者が、虐待を発見しやすい立場にあることを認識し、子ど

もの状態の変化や保護者の態度等の観察や情報収集により、虐待の早期発見に努める必要がある。 

 

○ 従業者等（実習生やボランティアを含む。）からの虐待（特に性的虐待）は、密室化した場所

で起こりやすいことから、送迎の車内を含め、密室化した場所を極力作らないよう、常に周囲の

目が届く範囲で支援を実施する必要がある。 

 

○ 従業者等（実習生やボランティアを含む。）から虐待受けたと思われる子どもを発見した場合

（相談を受けて虐待と認識した場合を含む。）は、障害者虐待防止法第 16 条に規定されている通

報義務に基づき、通所給付決定をした市区町村の窓口に通報する。この時に、市区町村に通報す

ることなく、事業所の中だけで事実確認を進め、事態を収束させてしまうと通報義務に反するこ

ととなるため、必ず市区町村に通報した上で行政と連携して対応を進める必要がある。 

 

○ 保護者による虐待については、相談支援やカウンセリング等で未然防止に努める必要がある。 

 

○ 保護者による虐待を発見した場合は、児童虐待防止法第６条に規定されている通報義務に基

づき、市区町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所等へ速やかに通告する必要があ

る。虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市区町村等が設置する要保護児
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童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所、市区町村の児童虐待対応窓口や保健所等の関

係機関・団体と連携して対応を図っていくことが求められる。 

 

④ 身体拘束への対応 

○ 従業者等（実習生やボランティアを含む。）が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限す

ることや、自分の意思で開けることのできない居室等に隔離すること等は身体拘束に当たり、緊

急やむを得ない場合を除き禁止されている。 

 

○ やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性が要件となるが、身体拘束の

検討が必要なケースについては、代替性がないか等について慎重に検討した上で、それでもなお、

身体拘束を行わざるを得ない事態が想定される場合には、いかなる場合にどのような形で身体拘

束を行うかについて組織的に決定する必要がある。放課後等デイサービス計画に身体拘束が必要

となる状況、身体拘束の態様・時間等について、子どもや保護者に事前に十分に説明をし、了解

を得た上で記載することが必要である。 

 

○ 身体拘束を行った場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由等必要な事項の記録をとることを従業者に指示しなければならない。なお、必要

な記録がされていない場合は、運営基準違反となることを認識しておく必要がある。 

 

⑤ 衛生・健康管理 

○ 感染症の予防や健康維持のため、従業者に対し常に清潔を心がけさせ、手洗い、うがい、手

指消毒の励行、換気等の衛生管理を徹底することが必要である。 

 

○ 感染症又は食中毒が発生した場合や排泄物や嘔吐物等に関する処理方法について対応マニュ

アルを熟知し、マニュアルに沿って対応する。また、従業者にマニュアルの周知徹底することが

必要である。 

○ 食物アレルギーのある子どもについては、医師の指示書に基づき、食事やおやつ提供する際

に、除去食や制限食で対応できる体制を整えることが必要である。 

 

⑥ 安全確保 

○ サービス提供中に起きる事故やケガを防止するために、室内や屋外の環境の安全性について

毎日点検し、必要な補修等を行って、危険を排除することが必要である。 

 

○ 児童発達支援管理責任者は、発生した事故事例や、事故につながりそうな事例の情報を収集

し、ヒヤリハット事例集を作成し、従業者間で共有することが望ましい。 

 

⑦ 秘密保持等 
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○ 従業者（実習生やボランティアを含む。）に対しては、秘密保持等の指導的役割を果たすこと

が求められる。 

 

○ 関係機関・団体に子ども又は保護者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により保

護者の同意を得させておかなければならない。また、ホームページや会報等に子ども又は保護者

の写真や氏名を掲載する際には、保護者の許諾を得ることが必要である。 

 

○ 児童発達支援管理責任者は、その職を辞した後も含めて、正当な理由がなく業務上知り得た

子どもや保護者の秘密を漏らしてはならない。 
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４ 従業者向けガイドライン 

 
従業者は、放課後等デイサービス計画に基づき、子どもの心身の状況に応じて、適切な技術を

持って、支援を行う役割がある。 
 

（１）子どものニーズに応じた適切な支援の提供と支援の質の向上 

① 放課後等デイサービス計画に基づくＰＤＣＡサイクル等による適切な支援の提供 

ア 障害児支援利用計画及び放課後等デイサービス計画の理解 

○ 障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画は、相談支援専門員が総合的な援助方

針や解決すべき課題を踏まえ最も適切なサービスの組合せ等について検討し、子ども又は保護者

の同意のもと作成するものである。 

放課後等デイサービス事業所の放課後等デイサービス計画は、児童発達支援管理責任者が、障

害児支援利用計画における総合的な援助方針等を踏まえ、当該事業所が提供するサービスの適切

な支援内容等について検討し、子ども又は保護者の同意のもと作成するものである。両計画が連

動して機能することによって、子どもに対する支援がより良いものとなっていくものであり、こ

の連動の重要性を認識しておく必要がある。 

 

○ 従業者は、放課後等デイサービス計画の作成・モニタリング・変更に際しては積極的に関与

するとともに、利用している子どもの障害児支援利用計画と放課後等デイサービス計画の内容に

ついて熟知し、日々の支援を行う必要がある。 

 

イ 従業者間での意思の疎通、支援内容の共有 

○ 支援開始前には従業者間で必ず打合せを実施し、その日行われる支援の内容や、役割分担に

ついて把握する。 

 

○ 他の従業者と常に意思の疎通を図り、円滑なコミュニケ―ションがとれるよう努める。 

 

○ 支援終了後の打合せを実施し、その日の支援の振り返りを行い、子どもや保護者との関わり

で気付いた点や気になったことについて、従業者間で共有する。 

 

ウ 支援提供に際しての工夫 

○ 従業者は、本ガイドラインの総則に記載されている放課後等デイサービスの基本的役割、基

本姿勢等を十分に理解した上で支援を行う。 

 

○ 従業者は、子どもの発達と発達支援に関する専門的知識、技術及び判断を持って、子どもの
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発達支援を行うとともに、保護者に対して発達支援に関するサポートを行う。 

 

○ 従業者は、児童発達支援管理責任者が作成するタイムテーブルに沿って、それぞれの子ども

たちの障害種別、障害特性、発達段階、生活状況や課題に細やかに配慮しながら支援を行う。 

 

○ 従業者は、活動プログラムの作成に積極的に関与する。 

 

○ 医療的ケアが必要な子どもに対して、常に体調への配慮を行う。特に重度の障害がある子ど

もには、活動プログラムごとに休息を交えながら支援していくよう注意する。 

 

○ 視覚障害や聴覚障害等の障害種別に応じて、設備・備品への配慮のほか、子どもや保護者と

の意思の疎通、情報伝達のための手話等による配慮が必要である。 

 

エ 支援提供記録 

○ 従業者は、その日行った支援の手順、内容、利用者の反応や気付きについて、記録をとらな

ければならない。支援提供記録を正しくとることを通して、その日行った自らの言動や子どもの

様子・反応をふりかえり、放課後等デイサービス計画に沿って支援が行われているか、放課後等

デイサービス計画で掲げた目標が達成されつつあるか等について支援提供を検証し、支援の改善

や自らのスキルアップにつなげていく。 

 

オ 事業所全体の業務改善サイクルへの積極的関与 

○ 事業所の目的及び運営方針をはじめとした運営規程の内容を十分に理解して職務に従事する。 

 

○ 従業者は、ＰＤＣＡサイクルによる事業所全体の業務改善の取組に積極的に関与し、事業運

営方針の設定や見直し、業務改善の目標設定とその振り返り、本ガイドラインに基づく事業所の

自己評価の実施や利用者の意向の把握等について協力・貢献することが求められる。 

 

② 研修受講等による知識・技術の向上 

○ 放課後等デイサービスを適切に提供する上で、放課後等デイサービスが期待される役割、子

どもの発達段階ごとの特性、障害種別・障害特性、関連する制度の仕組み、関係機関・団体の役

割、児童虐待への対応、障害者の権利に関する条約等を理解することが重要である。 

 

○ 障害種別や障害特性に応じた支援や発達段階に応じた支援、家族支援等に係る適切な技術を

従業者が習得することが、子どもの発達支援や二次障害の予防、子どもの育つ家庭での生活を支

える視点から重要である。 

 

○ 従業者の知識・技術の向上は、放課後等デイサービスの提供内容の向上に直結するものであ



45 
 

ることを理解し、実務能力の向上のために、事業所内で開催される研修等に積極的に受講するこ

とが求められる。 

 

○ 知識･技術の習得に関する具体的な計画を立てる等により、将来に対する見通しを持ちながら

研修等を受講していくよ心がける。 

 

③ 関係機関・団体や保護者との連携 

ア 障害児相談支援事業者等との連携 

○ サービス担当者会議に参画する場合においては、障害児支援利用計画案に位置づけられた放

課後等デイサービス事業所として期待される役割を確認するとともに、障害のある子どもが、他

の子どもや地域社会から安易に隔離されないための配慮等、子どもの最善の利益の観点から意見

を述べることが重要である。障害児支援利用計画のモニタリング時には、その時点までの放課後

等デイサービスの提供状況を踏まえて、課題への達成度や気づきの点等の情報を積極的に述べる

ことが重要である。 

 

イ 学校との連携 

○ 子どもに必要な支援を行う上で、学校との役割分担を明確にし、連携を積極的に図る必要が

ある。 

 

○ 学校で作成される個別の教育支援計画等の内容を把握しておくとともに、学校から提供され

た各種の情報を理解し、本人の状態や支援の方法、留意点、学校の行事予定等について把握して

おく。 

 

○ 子どもの学校から事業所への送迎に際しては、送迎リストの内容や送迎時の学校側とのルー

ルを事前に把握し、送迎時には身分証明書を学校側の担当者に見せる等確認を取ってから、子ど

もを事業所に送っていくことを徹底する。 

○ 下校時のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡体制について、事前に把握しておく。 

 

○ 医療的ケアの情報や、気になることがあった場合の情報等を、保護者の同意のもと、連絡ノ

ート等を通して学校との間で共有する。 

 

ウ 保育所・児童発達支援事業所との連携 

○ 子どもの発達支援の連続性を保障するため、就学前に利用していた保育所等や児童発達支援

事業所等で行われていた支援内容について理解しておくことが望ましい。 

 

エ 他の放課後等デイサービス事業所等との連携 

○ 発達支援上の必要性により、他の放課後等デイサービス事業所等を併行利用する子どもにつ
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いて、支援内容を相互に理解しておくため、保護者の了解を得た上で、当該他の事業所との間で、

相互の個別支援計画の内容等を理解しておく。 

 

オ 放課後児童クラブ等との連携 

○ 地域の放課後児童クラブや放課後子供教室と連携し、併行利用している子どもがいる場合は、

放課後児童クラブ等における支援内容について理解しておく。 

 

カ 保護者との連携 

○ 学校への子どもの出欠や帰宅の状況について、保護者との連絡のもとに確実に確認すること

が必要である。 

 

○ 医療的ケアの情報や、気になることがあった場合の情報等を連絡ノート等を通じて保護者と

共有する等、日頃から子どもの状況を保護者と伝えあい、子どもの発達の状況や課題について共

通理解を持つように努める。また、必要に応じて、家庭内での養育等について、児童発達支援管

理責任者の指導の下、ペアレント・トレーニング等活用しながら、子どもの育ちを支える力をつ

けられるよう支援したり、環境整備等の支援を行ったりすることが考えられる。 

 

（２）子どもと保護者に対する説明責任等 

○ 放課後等デイサービスに対する子どもや保護者からの苦情（虐待に関する相談も含む）につ

いては、設置者・管理者と児童発達支援管理責任者の指導の下、適切な対応を図る必要がある。 
 

（３）緊急時の対応と法令遵守等 

① 緊急時対応 

○ 子どもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、事業所で作成された「緊急事態への

対応マニュアル」に沿って、速やかに保護者、協力医療機関及び主治医への連絡を行う等の必要

な措置を講じなければならない。緊急時における対応方法については理解し、予め設定された役

割を実行できるように訓練しておく。 

 

○ 特に、医療的ケアを必要とする子どもに対しては、窒息や気管出血等、生命に関わる事態へ

① 保護者に対する相談支援等 

○ 児童発達支援管理責任者の指導の下、保護者が悩み等を自分だけで抱え込まないように、保

護者からの相談に応じ、信頼関係を築きながら、保護者の困惑や将来の不安を受け止め、専門的

な助言を行うことが必要である。例えば、保護者との定期的な面談（最低限モニタリング時に実

施することが望ましい）や訪問相談等を通じて、子育ての悩み等に対する相談を行ったり、子ど

もの障害について保護者の理解が促されるような支援を行うことが望ましい。 

 

② 苦情解決対応 
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の対応を理解し、実践できるようにしておく必要がある。 

 

② 非常災害・防犯対応 

○ 従業者は、災害時避難場所や避難経路等、非常災害に関する具体的計画について十分に熟知

し、非常災害時に子どもたちを誘導できるよう、定期的に訓練しておく。 

 

○ 障害種別や障害特性ごとの災害時対応について理解しておき、子どもごとの放課後等デイサ

ービス計画に災害時の対応について記載されている内容を理解しておく。特に医療的ケアが必要

な子どもについては、保護者や主治医等との間で災害発生時の対応について、綿密に意思疎通を

図っておく。 

 

○ 子どもが犯罪に巻き込まれないよう、事業所が策定する防犯マニュアルの内容を理解し、地

域の関係機関・団体と連携しての見守り活動、子ども自身が自らの安全を確保できるような学習

支援等の防犯への取組に対して児童発達支援管理責任者の指導の下、取り組む必要がある。 

 

③ 虐待防止の取組 

○ 事業所内で実施される虐待防止研修や自治体が実施する虐待防止研修等を積極的に受講する、

「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」を必ず読む等により、児

童虐待防止法や障害者虐待防止法の趣旨と通報制度等を理解し、発生予防に努める。 

○ 各都道府県で実施する虐待防止や権利擁護に関する研修を受講した場合には、放課後等デイ

サービス事業所で伝達研修を実施することが重要である。 

                                     

○ 従業者が虐待を発見しやすい立場にあることを認識し、子どもの状態の変化や保護者の態度

等の観察や情報収集により、虐待の早期発見に努める必要がある。 

 

○ 従業者等（実習生やボランティアを含む。）からの虐待（特に性的虐待）は密室化した場所で

起こりやすいことから、送迎の車内を含め、密室化した場所を極力作らないよう、常に周囲の目

が届く範囲で支援を実施する必要がある。 

 

○ 従業者等（実習生やボランティアを含む。）から虐待を受けたと思われる子どもを発見した場

合（相談を受けて虐待と認識した場合も含む。）は、障害者虐待防止法第１６条に規定されている

通報義務に基づき、支給決定をした市区町村の窓口に通報する。この時に、市区町村に通報する

ことなく、事業所の中だけで事実確認を進め、事態を収束させてしまうと通報義務に反すること

となるため、必ず市区町村に通報した上で行政と連携して対応を進める必要がある。 

 

○ 保護者による虐待については、相談支援やカウンセリング等で未然防止に努める必要がある。 

 

○ 保護者による虐待を発見した場合は、児童虐待防止法第６条に規定されている通報義務に基

づき、市区町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所等へ速やかに通告する。虐待等

により福祉的介入が必要とされるケースについては、市区町村等が設置する要保護児童対策地域

協議会等を活用しながら、児童相談所、市区町村の児童虐待対応窓口や保健所等の関係機関・団

体と連携して対応を図っていくことが求められる。 
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④ 身体拘束への対応 

○ 従業者等（実習生やボランティアを含む。）が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限す

ることや、自分の意思で開けることのできない居室等に隔離すること等は身体拘束に当たり、緊

急やむを得ない場合を除き禁止されている。 

 

○ やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性、非代替性、一時性が要件となるが、身体拘束の

検討が必要なケースについては、代替性がないか等について慎重に検討した上で、それでもなお、

身体拘束を行わざるを得ない事態が想定される場合には、いかなる場合にどのような形で身体拘

束を行うかについて組織的に決定する必要がある。放課後等デイサービス計画に身体拘束が必要

となる状況、身体拘束の態様・時間等について、子どもや保護者に事前に十分に説明をし、了解

を得た上で記載されていることが必要である。 

 

○ 身体拘束を行った場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由等必要な事項を記録する。なお、必要な記録を行っていない場合は、運営基準違

反となることを認識しておく必要がある。 

 

⑤ 衛生管理・健康管理 

○ 感染症の予防や健康維持のため、常に清潔を心がけ、手洗い、うがい、手指消毒の励行、換

気等の衛生管理を徹底することが必要である。 

 

○ 感染症又は食中毒が発生した場合や排泄物や嘔吐物等に関する処理方法について対応マニュ

アルを熟知し、マニュアルに沿って対応する。 

 

○ 食物アレルギーのある子どもについては、医師の指示書に基づき、食事やおやつ提供する際

に、除去食や制限食で対応する。 

 

⑥ 安全確保 

○ 日常の生活・遊びの中で起きる事故やケガを防止するために、室内や屋外の環境の安全性に

ついて、毎日点検し、必要な補修等を行って、危険を排除することが必要である。 

 

○ ヒヤリハット事例集作成に協力し、内容を理解し実施する。 

 

⑦ 秘密保持等 

○ 従業者は、他人が容易に知り得ない個人情報を知りうる立場にあり、個人情報の適正な取扱

いが強く求められる。 

 

○ 関係機関・団体に子ども又は保護者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により保

護者の同意を得ておかなければならない。また、ホームページや会報等に子ども又は保護者の写

真や氏名を掲載する際には、保護者の許諾を得ることが必要である。 

 

○ 従業者は、その職を辞した後も含めて、正当な理由がなく業務上知り得た子どもや保護者の

秘密を漏らしてはならない。 



別添 

「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」及び 

「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」について 

○ 放課後等デイサービスガイドライン（以下「ガイドライン」）は、放課後等デイサービス事業所にお

ける自己評価に活用されることを想定して作成されたものですが、各事業所で簡易に自己評価を行う

ことができるよう、ガイドラインの内容を踏まえた「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」

を作成しました。ただし、この自己評価表を活用してより適切に自己評価を行うために、事業所関係

者に対しては、ガイドライン本文を熟読することをお薦めします。

○ さらに、放課後等デイサービスを利用する子どもの保護者等による、ユーザー評価に活用していただ

くために、より一層簡素な「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」も併せて作成しました。

○ 上記の２つの評価表はあくまで「雛型」であり、事業所等でこれに適宜加除修正を行って活用してい

ただくことも可能ですし、どのような形で活用するかも自由ですが、２つの評価表の基本的な活用方

法としては、以下の手順を想定しています。

○ 業務改善に真摯に取り組む事業所ほど、公表される自己評価結果には、改善目標に関する記述が多く

なされるものと想定しています。

○ また、（地域自立支援）協議会や事業者団体において、これら評価表を使った自己評価結果の事例発

表を行う機会を設けるなどにより、自己評価の取組が広がっていくことを期待しています。

○立てられた改善目標に沿って、支援を改善していく。

○自己評価結果の公表の仕方については、基本的には「改善目標」や「工夫

している点」の主なものについて、できるだけ詳細に発信する（「はい」

「いいえ」の数の公表を想定しているものではない）。

○保護者等のアンケート調査結果は、保護者等にフィードバックする

（対外的に公表することまでは前提としない）。

ステップ１
保護者等に
よる評価 

ステップ２
職員による
自己評価

ステップ３
事業所全体に
よる自己評価 

ステップ４
自己評価結果
の公表 

ステップ５
支援の改善

○事業者から保護者等に対して、「保護者等向け評価表」を配布してアンケ

ート調査を行う。保護者等からの回答は集計し、特記事項欄の記述を含め

てとりまとめる。

○事業所の職員が「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」を用いて

自己評価を行う。その際、「はい」「いいえ」などにチェックするだけでな

く、各項目について「課題は何か」「工夫している点は何か」について記

入する。

○職員から回収した評価表を集計の上、職員全員で討議し、項目ごとに課題

や工夫している点について、認識をすり合わせる。

○職員間で認識が共有された課題については、改善目標を立てる。討議の結

果は書面に記録し、職員間で共有する。

○討議に際しては、保護者等に対するアンケート調査結果も十分に踏まえ、

支援の提供者の認識と保護者等の認識のずれを客観的に分析する。
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（横浜市解釈） 

別添 

「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」及び 

「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」について 

 

○評価表の内容を他事業所と競うことを想定したものではなく、あくまで自己研鑚のツールとして有効活用
すること、さらに質の高い支援を提供していける事業所が増えていくことを期待しています。  

○評価表の中で、改善点の指摘が多いことが直接的に低い評価につながるということを意味するわけではな
いと考えます。自分たちの改善点に多く気付けるということは、よりよい支援を提供する視点があるとい

うことに繋がります。 

○ガイドラインに記載した項目により毎年度実施するのではなく、事業所の運営状況にあわせて評価項目を

検討してください。 

 

【横浜市の考える評価ステップとモデルスケジュール】 

ステップ スケジュール例 

  

４月～６月 

 
 
 
 
７月～８月 
 
 
 
 
９月～１１月 
 
 
 
 
１２月 
 
 
 
１～３月 

 

事例発表等 

・区自立支援協議会 
・事業所交流会・勉強会 

保護者との交流会、 
意見交換会等も検討 

その他 第三者機
関による評価 等 

事業所内での分析・協議 

保護者評価と事業所評価
のずれ・共通点を分析 

改善案の検討 
分析・協議の結果出て
きた改善目標の設定 

分析結果・改善案の 
公表 

目標に沿って支援を 
改善 

結果 結果 

保護者等に 
よる評価 

ステップ１ 

職員による 
自己評価 

ステップ２ 

ステップ３ 

ステップ４ 

ステップ５ 

本音を言いづらい保護者
へ配慮した集計方法の検
討（集計窓口の設定 等） 



チェック項目 はい 
どちらとも 

いえない 
いいえ 改善目標、工夫している点など 

環
境
・
体
制
整
備 

① 
利用定員が指導訓練室等スペースとの関係

で適切であるか 

② 職員の配置数は適切であるか 

③ 
事業所の設備等について、バリアフリー化の

配慮が適切になされているか 

業
務
改
善 

④ 

業務改善を進めるための PDCA サイクル

（目標設定と振り返り）に、広く職員が参画

しているか 

⑤ 

保護者等向け評価表を活用する等によりア

ンケート調査を実施して保護者等の意向等

を把握し、業務改善につなげているか 

⑥ 
この自己評価の結果を、事業所の会報やホ

ームページ等で公開しているか 

⑦ 
第三者による外部評価を行い、評価結果を

業務改善につなげているか 

⑧ 
職員の資質の向上を行うために、研修の機

会を確保しているか 

適
切
な
支
援
の
提
供 

⑨ 

アセスメントを適切に行い、子どもと保護者の

ニーズや課題を客観的に分析した上で、放

課後等デイサービス計画を作成しているか 

⑩ 
子どもの適応行動の状況を図るために、標準

化されたアセスメントツールを使用しているか 

⑪ 活動プログラムの立案をチームで行っているか 

⑫ 
活動プログラムが固定化しないよう工夫して

いるか 

⑬ 
平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ

細やかに設定して支援しているか 

⑭ 

子どもの状況に応じて、個別活動と集団活

動を適宜組み合わせて放課後等デイサービ

ス計画を作成しているか

⑮ 

支援開始前には職員間で必ず打合せをし、

その日行われる支援の内容や役割分担につ

いて確認しているか 

⑯ 

支援終了後には、職員間で必ず打合せを

し、その日行われた支援の振り返りを行い､気

付いた点等を共有しているか 

⑰ 
日々の支援に関して正しく記録をとることを徹

底し、支援の検証・改善につなげているか 

事業者向け 放課後等デイサービス自己評価表 
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⑱ 

定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサ

ービス計画の見直しの必要性を判断している

か 

⑲ 
ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合

わせて支援を行っているか 

関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携
関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携 

⑳ 

障害児相談支援事業所のサービス担当者

会議にその子どもの状況に精通した最もふさ

わしい者が参画しているか 

㉑ 

学校との情報共有（年間計画・行事予定

等の交換、子どもの下校時刻の確認等）、

連絡調整（送迎時の対応、トラブル発生時

の連絡）を適切に行っているか 

㉒ 

医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場

合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えて

いるか 

㉓ 

就学前に利用していた保育所や幼稚園、認

定こども園、児童発達支援事業所等との間

で情報共有と相互理解に努めているか 

㉔ 

学校を卒業し、放課後等デイサービス事業

所から障害福祉サービス事業所等へ移行す

る場合、それまでの支援内容等の情報を提

供する等しているか 

㉕ 

児童発達支援センターや発達障害者支援

センター等の専門機関と連携し、助言や研

修を受けているか 

㉖ 
放課後児童クラブや児童館との交流や、障

害のない子どもと活動する機会があるか 

㉗ 
（地域自立支援）協議会等へ積極的に参

加しているか 

㉘ 

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、

子どもの発達の状況や課題について共通理

解を持っているか 

㉙ 

保護者の対応力の向上を図る観点から、保

護者に対してペアレント･トレーニング等の支

援を行っているか 

保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等 

㉚ 
運営規程、支援の内容、利用者負担等に

ついて丁寧な説明を行っているか 

㉛ 

保護者からの子育ての悩み等に対する相談

に適切に応じ、必要な助言と支援を行ってい

るか 

㉜ 

父母の会の活動を支援したり、保護者会等

を開催する等により、保護者同士の連携を

支援しているか 
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㉝ 

子どもや保護者からの苦情について、対応の

体制を整備するとともに、子どもや保護者に

周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に

対応しているか 

㉞ 

定期的に会報等を発行し、活動概要や行

事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護

者に対して発信しているか 

㉟ 個人情報に十分注意しているか 

㊱ 
障害のある子どもや保護者との意思の疎通

や情報伝達のための配慮をしているか 

㊲ 
事業所の行事に地域住民を招待する等地

域に開かれた事業運営を図っているか 

非
常
時
等
の
対
応 

㊳ 

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感

染症対応マニュアルを策定し、職員や保護

者に周知しているか 

㊴ 
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救

出その他必要な訓練を行っているか 

㊵ 
虐待を防止するため、職員の研修機会を確

保する等、適切な対応をしているか 

㊶ 

どのような場合にやむを得ず身体拘束を行う

かについて、組織的に決定し、子どもや保護

者に事前に十分に説明し了解を得た上で、

放課後等デイサービス計画に記載しているか 

㊷ 
食物アレルギーのある子どもについて、医師の

指示書に基づく対応がされているか 

㊸ 
ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共

有しているか 
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チェック項目 はい 
どちらとも 

いえない 
いいえ ご意見 

環
境
・
体
制
整
備 

① 
子どもの活動等のスペースが十分に確保され
ているか  

② 職員の配置数や専門性は適切であるか 

③ 

事業所の設備等は、スロープや手すりの設置
などバリアフリー化の配慮が適切になされてい
るか  

適
切
な
支
援
の
提
供 

④ 

子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分
析された上で、放課後等デイサービス計画iが
作成されているか 

⑤ 
活動プログラムiiが固定化しないよう工夫され
ているか 

⑥ 
放課後児童クラブや児童館との交流や、障
害のない子どもと活動する機会があるか 

保
護
者
へ
の
説
明
等 

⑦ 
支援の内容、利用者負担等について丁寧な
説明がなされたか 

⑧ 

日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、
子どもの発達の状況や課題について共通理
解ができているか 

⑨ 
保護者に対して面談や、育児に関する助言
等の支援が行われているか 

⑩ 

父母の会の活動の支援や、保護者会等の
開催等により保護者同士の連携が支援され
ているか 

⑪ 

子どもや保護者からの苦情について、対応の
体制を整備するとともに、子どもや保護者に
周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ
適切に対応しているか 

⑫ 
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達
のための配慮がなされているか 

⑬ 

定期的に会報やホームページ等で、活動概
要や行事予定、連絡体制等の情報や業務
に関する自己評価の結果を子どもや保護者
に対して発信しているか 

⑭ 個人情報に十分注意しているか 

非
常
時
等
の
対
応 

⑮ 

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアルを策定し、保護者に周
知・説明されているか 

⑯ 
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救
出、その他必要な訓練が行われているか 

保護者等向け 放課後等デイサービス評価表 
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i 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関

するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支

援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成す

る。 
ii 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障害特性や課題、平日／休日／

長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。 

満
足
度 

⑰ 子どもは通所を楽しみにしているか 

⑱ 事業所の支援に満足しているか 
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